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１ 概要

（１）はじめに

平成２６年４月にスタートした第６次江別市総合計画（以下「現行総計」という。）の期

間が、令和６年３月までであるため、現在、令和６年度を初年度とする次期の第７次江別市

総合計画（以下「次期総計」という。）の策定作業を行っています。

この資料は、次期総計を策定するに当たっての材料となる、現行総計の「まちづくり政策」

及び「取組の基本方針」ごとに定めている指標の推移や達成傾向のほか、現行総計の期間中

における主な取組、成果及び課題などをまとめたものです。

（２）「政策の成果指標」について

現行総計は、九つの「まちづくり政策」で構成されており、「まちづくり政策」ごとに２

～５項目の「政策の成果指標」を掲げています。

成果指標は、全部で２７項目あり、そのうち、達成したものは２１項目で、達成率は７７.

８％となりました。（下表を参照）

また、「まちづくり政策」ごとに比較すると、「０１ 自然･環境」「０２ 産業」「０４

安全・安心」「０５ 都市計画」「０６ 子育て・教育」「０８ 協働」「０９ 計画推進」の

七つの政策では、達成率が１００％となっています。

一方で、「０３ 福祉･保健･医療」と「０７ 生涯学習・文化」の二つの政策では、達成

率が５０％以下にとどまっています。いずれもアンケート調査による結果を指標にしており、

また、目標の数値（％）に僅かに届かなかったものが多くを占めます。

政策 政策名 指標数 達成数 達成率(％)

０１ 自然・環境 ３ ３ 100.0

０２ 産業 ３ ３ 100.0

０３ 福祉･保健･医療 ５ １ 20.0

０４ 安全・安心 ３ ３ 100.0

０５ 都市基盤 ２ ２ 100.0

０６ 子育て・教育 ３ ３ 100.0

０７ 生涯学習･文化 ３ １ 33.3

０８ 協働 ２ ２ 100.0

０９ 計画推進 ３ ３ 100.0

全 体 ２７ ２１ 77.8

（３）「取組の基本方針ごとの指標」について

現行総計は、「まちづくり政策」ごとに「取組の基本方針」を定めています。「取組の基本

方針」は、全部で２４項目あり、「取組の基本方針」ごとに、担当部局が所管する個別計画

や事業の達成状況を指標に位置付けています。

「取組の基本方針」ごとに設けた指標は全部で５２項目あり、そのうち、目標の達成傾向

にあるものは３１項目で、達成率は５９.６％となりました。

また、「まちづくり政策」ごとに比較すると、「０６ 子育て・教育」に関連する指標の達

成率は１００％となりました。

一方、「０１ 自然・環境」「０３ 福祉･保健･医療」「０７ 生涯学習･文化」「０８ 協

働」の四つの政策では、達成率が５０％以下にとどまりました。（下表を参照）

政策 政策名 指標数 達成数 達成率(％)

０１ 自然・環境 ３ １ 0.0

０２ 産業 ９ ７ 77.8

０３ 福祉･保健･医療 ７ ３ 28.6

０４ 安全・安心 １０ ７ 80.0

０５ 都市基盤 ７ ６ 85.7

０６ 子育て・教育 ２ ２ 100.0

０７ 生涯学習･文化 ３ ０ 0.0

０８ 協働 ５ １ 40.0

０９ 計画推進 ６ ３ 66.7

全 体 ５２ ３１ 59.6

※本検証で示す達成率は、指標として用いたアンケート結果について、初期値、現状値ともに統計上の

標本誤差を加味せずに達成状況の評価を行い、算出したものです。
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また、「取組の基本方針」ごとに比較すると、２４項目中１０項目の達成率が１００％と

なりました。

一方、１４項目の達成率が、５０％以下にとどまっています。

達成率が５０％以下にとどまった指標は、どの政策で多いのかを見てみると、「０７ 生

涯学習･文化」と「０８ 協働」であり、「取組の基本方針」で見ると、達成率が全て５０％

以下にとどまっています。（下表を参照）

政策名 取組の基本方針 指標数 達成数 達成率(％)

01

自然・環境

01‐01 人と自然の共生 2 0 0.0

01‐02 循環型社会の形成 1 0 0.0

02

産業

02‐01 都市型農業の推進 4 4 100.0

02‐02 商工業の振興 4 2 50.0

02‐03 観光による産業の振興 1 1 100.0

03

福祉･保健･

医療

03‐01 地域福祉の充実 1 0 0.0

03‐02 健康づくりの推進と地域医療の安定 4 1 25.0

03‐03 障がい者福祉の充実 1 1 100.0

03‐04 高齢者福祉の充実 1 0 0.0

04

安全・安心

04‐01 安全な暮らしの確保 5 3 60.0

04‐02 地域防災力の向上 3 3 100.0

04‐03 消防・救急の充実 2 2 100.0

05

都市基盤

05‐01 市街地整備の推進 6 6 100.0

05‐02 交通環境の充実 1 0 0.0

06

子育て・教育

06‐01 子育て環境の充実 1 1 100.0

06‐02 子どもの教育の充実 1 1 100.0

07

生涯学習･

文化

07‐01 生涯学習の充実 1 0 0.0

07‐02 ふるさと意識の醸成と地域文化の創造 1 0 0.0

07‐03 市民スポーツ活動の充実 1 0 0.0

08

協働

08‐01 協働のまちづくりの推進 4 1 25.0

08‐02 国際交流の推進 1 1 100.0

09

計画推進

09‐01 自主・自立の市政運営の推進 4 3 75.0

09‐02 透明性と情報発信力の高い市政の推進 1 0 0.0

09‐03 男女共同参画による市政運営の推進 1 1 100.0

全 体 52 31 59.6

（４）新型コロナウイルス感染症による影響について

令和２年当初から続く新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という。）は、事業の

実施に大きな影響を与え、その結果、指標の達成が困難となっている状況が見られます。

そのため、感染症が、どの程度の取組や指標に影響を及ぼしているのかについて把握する

必要があると考え、「政策の成果指標」と「取組の基本方針ごとの指標」について、感染症

の影響の有無を全庁的に調査し、結果をまとめました。

①「政策の成果指標」について
「政策の成果指標」（２７項目）の中で、「感染症の影響を受けた（受けたと思う）」

指標の割合は４０.７％（２７項目中１１項目）で、そのうち未達成だった指標は３６.

４％（１１項目中４項目）でした。

また、感染症の影響を受けた指標（１１項目）を除いて達成率を算出すると、達成

率は８１.２％（１６項目中１３項目）となりました。

②「取組の基本方針ごとの指標」について
「取組の基本方針ごとの指標」（５２項目）の中で、「感染症の影響を受けた（受け

たと思う）」指標の割合は５０.０％（２６項目）、そのうち未達成だった指標は５７.

７％（２６項目中１５項目）となりました。

一方、「定住に関する相談対応件数」や「証明書のコンビニ交付件数」は、リモート

ワークの普及による移住への関心や、非対面での行政サービスの利用など、感染症が

成果指標を押し上げたと思われる指標もありました。

また、感染症の影響を受けた指標（２６項目）を除いて達成率を算出すると、達成

率は７３.１％（２６項目中１９項目）となりました。
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第６次総合計画の達成状況

２ まちづくり政策ごとの成果及び検証結果

政策０１ 自然・環境

取組の基本方針０１‐０１ 人と自然の共生

・江別市環境管理計画、江別市緑の基本計画が、令和５年度をもって終了することから、現計画における施策の検

証・評価及び市民アンケート等の調査結果を踏まえ、次期計画を策定する必要があります。

・２０５０年脱炭素社会の実現には、温室効果ガスの削減に向け様々な取組を複合的に行う必要があります。

・環境教育・学習の機会の充実に努め、環境保全のための取組の意識向上を図る必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題

計画期間内の主な成果

○地球環境の保全

江別市環境管理計画後期推進計画に基づき、太陽光発電等の再生可能エネルギーの推進、節電、省エネ行動の啓

発、環境に配慮した製品購入の推進などについて幅広く市民講座や広報等により周知を行うことで、「環境に配慮し

た生活をしている市民割合」は初期値を超えており、環境保全に対する意識向上が図られました。

○水と緑の保全

市民植樹や花のある街並みづくり事業の実施により、市民協働で緑を育てる取組が推進され、「緑に親しめる空間

があると思う市民割合」は初期値を超えており、緑の保全に貢献しています。

○安全な地域環境の保全

大気、水質、騒音の環境測定を継続して監視するとともに、事業所との公害防止協定により環境基準を概ね達成

しており、地域環境の保全が図られました。

○環境教育・学習の推進

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度以降は学習機会の中止もありますが、実施形態の変更や感

染予防対策を行い、コロナ禍においても可能な限り学習機会の提供に努めながら小学生から大人まで幅広く実施す

ることで、「環境に配慮した生活をしている市民割合」は初期値を超えており、環境保全に対する意識向上が図られ

ました。

計画期間内の主な取組

・平成２６年 ４月：「江別市環境管理計画後期推進計画」開始

・平成３０年１１月：「江別市緑の基本計画」進捗状況の把握、計画継続

・令和 元年１１月：「第３期江別市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】」策定

・令和 ２年 ３月：「第５期江別市環境マネジメントシステム実行計画」策定

・令和 ３年１０月～令和４年１月：令和３年度江別市再生可能エネルギー導入調査等実施事業

・令和 ４年 ４月：「次期江別市環境管理計画」「次期江別市緑の基本計画」の策定作業開始

基本目標
きれいな空気、清らかな水、豊かな緑に恵
まれた美しく住みよいえべつをめざします

政策展開

の方向性

江別市の豊かな自然や地域環境を次代に引き

継いでいけるよう、地球温暖化対策、地域環境

の保全、水と緑の保全、ごみの減量化・資源化

などへの課題に対応するとともに、市民・事業

者・行政との協働により環境保全に取り組み、

安全で快適な生活環境づくりを進めます。

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

環境関連イベント等への参加者数

（人）
 780 768  有

「花のある街並みづくり事業」

活動団体数（団体）
 104 101  有

政策の成果指標 目標 初期値
実績値

(令和５年度)
傾向

コロナの
影響

環境に配慮した生活をしてい

る市民割合（％）
 68.9 71.7  無

緑に親しめる空間があると思

う市民割合（％）
 88.7 92.5  無

市民１人１日当たりのごみ排

出量（ｇ/日）
 960 833  無

政策の成果指標の推移

68.9 
72.9 73.4 

69.6 69.8
74.8

70.5 70.7 74.0 75.7
71.7 

88.7 91.6 91.2 91.3 90.2 93.3 92.2 91.7 90.6 90.2 92.5 

960 952 
927 

905 911
881 892 885 872 864

833 

0%
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初期値 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5
（年度）

800 

900 
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1,200 

（ｇ/日）

環境に配慮した生活をしている市民割合（％）

緑に親しめる空間があると思う市民割合（％）

市民１人１日当たりのごみ排出量（ｇ/日）
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1,000 
905 

1,033 1,069 1,060 
1,153 

258 303 

562 

768 

104 98 101 103 100 100 100 96 98 101 101 
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（年度）

環境関連イベント等への参加者数（人）

「花のある街並みづくり事業」活動団体数（団体）
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取組の基本方針０１‐０２ 循環型社会の形成

計画期間内の主な成果

〇２Ｒの推進

ごみ出しアプリの作成・公開により、若い世代への分別・収集日の周知を図るとともに、市内大学と連携して外

国人向け分別の手引きを作成・配布し、生活環境の保全に努めました。

〇適正なごみ処理

・災害廃棄物処理計画を策定し、災害時における迅速、かつ、適正なごみ処理体制の確保に努めました。

・ごみ処理に関する労働環境の改善に向け、土曜日収集と環境クリーンセンターの日曜日受入を廃止しました。

〇安心なごみ処理

高齢世帯の増加が進む中、ごみ出し困難者に対する戸別収集を実施し、安心して暮らせる環境の構築を進めまし

た。

計画期間内の主な取組

・平成２７年 ３月：江別市一般廃棄物処理基本計画（第３次）中間見直し策定

・平成３１年 ３月：江別市災害廃棄物処理計画策定

・令和 ２年１０月：「ごみ出し困難者への戸別収集」及び「ごみ収集日の見直し」実施

・令和 ３年 ３月：江別市一般廃棄物処理基本計画（第４次）策定

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

古布・衣類及び使用済小型家電

回収量（ｔ）
 36.6 23.9  無

〇２Ｒの推進

「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」では、気候変動や天然資源の枯渇など、地球規模で起きる危機的な環境負荷

を軽減する取組目標の中で、食品ロスの削減のほか、プラスチックごみ対策が示されており、本市においてもこれ

らの削減を一層進める必要があります。

〇持続可能なごみ処理

安定的で適正なごみ処理を継続していくためには、ごみ処理の効率化を進めるとともに、一定の財源が必要にな

ることから、市全体の手数料見直しにあわせて、見直しを行う必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題

36.6
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85.0
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第６次総合計画の達成状況政策０２ 産業

取組の基本方針０２‐０１ 都市型農業の推進

○都市と農村の交流センター「えみくる」の利用促進

新型コロナウイルス感染症の影響により、直接、生産者と消費者の交流を進めるのが難しくなってきています

が、令和４年４月に新たに開設した｢少年野球場｣や令和４年度中に完成予定の｢道産木材を活用した大型木製遊具」

などの屋外施設の整備により、「えみくる」を起点とした、都市部と農村部の交流を一層進める必要があります。

○６次産業化の推進

農業者自らが農業の閑散期等を利用して商品開発や製造等を行う６次産業化を推進してきましたが、農業者の担

い手不足・労働力不足もあり、商品開発や製造まで行う余裕が無くなってきており、農畜産物加工の新たな担い手

が育成できていません。

今後は、２次産業・３次産業と連携する６次産業化も含め、支援方法を検討する必要があります。

○地場産農畜産物の消費拡大

長引くコロナ禍の影響により、米や牛乳など一部の農畜産物の消費が低迷していることから、改めて安心・安全

で持続可能な実践にもつながる地場産農畜産物の消費拡大に向けた取組を進める必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題

計画期間内の主な取組

・平成２６年４月：「第３次江別市農業振興計画」「第２次江別市食育推進計画」「農村滞在型余

暇活動機能整備計画（第２期）」開始

・平成２８年４月：「江別市鳥獣被害防止計画（第２期）」開始

・平成３１年４月：「第４次江別市農業振興計画」「第３次江別市食育推進計画」「農村滞在型余

暇活動機能整備計画（第３期）」「江別市鳥獣被害防止計画（第３期）」開始

・令和 ４年４月：「江別市鳥獣被害防止計画（第４期）」開始

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

１経営体あたりの平均経営面積（ａ）  1,409 2,096  無

えべつの農産物加工品認定数（件）  0 7  無

農村環境の保全に取り組む団体数(件)  7 9  無

グリーンツーリズム関連施設の利用者数(人)  423,000 666,445  有

基本目標
地域特性を活かした産業が躍動するえべつをめ
ざします

政策展開

の方向性

地域における活発な産業活動は、雇用を創出して

活気のあるまちをつくります。

北海道最大の都市である札幌市に隣接している立

地を活かした都市型農業の推進、地域の特性を活か

し、産業間連携や産学官連携等による商工業の振興

と新たな地域資源の掘り起しによる観光振興などに

よって地域経済の活発化を図るとともに、新しい産

業振興策の展開に取り組みます。

政策の成果指標 目標 初期値
実績値

(令和５年度)
傾向

コロナの
影響

農産物等販売実績（ＪＡ

道央江別市分のみ）（百

万円）

 4,521 4,531  無

製造品出荷額等（百万

円）
 85,201 88,802  有

観光入込客数（人）  768,000 1,649,807  有

計画期間内の主な成果

○都市と農村の交流センター「えみくる」オープン

「食と農により学びと活力を生み出す、新たな体験・交流拠点」をコンセプトとして、平成２３年３月に閉校と

なった中学校の用地と体育館を有効活用して建設し、平成２９年４月に「食」と「農」による交流拠点としてオー

プンしました。施設内には、保育施設や研修室を設置し、農村地域の福利厚生に寄与するとともに、テストキッチ

ンも整備し、６次産業化のレベルアップのための支援にもつながっています。

○江別産農畜産物のブランド化の支援

農畜産物加工品の主な原材料を江別産とすることなどを条件とした認証制度を平成２６年度からスタートさせて

おり、令和３年度までにケチャップ、ジャム、ジュースなど１０件が認定されています。

また、「えみくる」のテストキッチンの操作指導を行う、地域おこし協力隊（６次産業化支援員）を採用し、加工

新商品開発等の支援も行いました。

○地産地消の推進

食材に対する安心感を育み、地元農業への理解を深めるために、小学校の農業体験学習や中学生を対象とした

「お弁当コンテスト」を実施するなどの食育推進の取組を進めてきました。また、市が支援する『江別市「まち」

と「むら」の交流推進協議会』が行う「野菜作り講習会」や「直売所キャンペーン」、「加工品フェア」などの事業

を実施することにより、都市と農村の交流の促進を図りました。

政策の成果指標の推移
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取組の基本方針０２‐０２ 商工業の振興

計画期間内の主な成果

○企業立地の促進

企業等の立地による市民の雇用機会の拡大と税収増及び地域経済の発展・活性化を図るため、新規立地の決め手

の一つとなる助成制度の充実や道内外企業に対するＰＲの取組等を進め、年間数社の新規企業が市内に立地してい

ます。

○食関連産業の振興

食品関連産業企業に対する立地補助要件の緩和や立地企業の下水道使用に対する補助の新設などを行い、食品関

連産業企業の誘致を進めたほか、フード特区計画を推進し、江別の食品の海外販路拡大や、市民の健康づくりと連

携した食の臨床試験の体制基盤の確立を支援しました。

〇経済団体との連携による中小企業の経営充実

経済団体との緊密な連携により、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた中小企業の動向を的確に把握

し、各種支援金や融資制度等による支援をすることで、中小企業の充実を進めました。

〇就業機会の確保

江別まちなか仕事プラザ事業により、シニアや主婦層を中心とした求職者への支援セミナーや企業説明会を実施

することで、就業環境の充実に寄与し、就業者数は当初の見込みを上回りました。

○継続的な企業誘致の促進

企業誘致活動は成果を生むまで長時間を要することから、変化する経済情勢や企業動向に対応し、助成制度を充

実するほか、誘致用地等の確保を進める必要があります。

〇中小企業のデジタル化の推進

新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響が続く見込みであり、デジタル化を推進することで、デジタル商

品券や電子クーポン等による支援が可能となり、迅速・効率的な地域経済の活性化を促すことが可能となります。

次期総合計画に向けた主な課題

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

立地企業・事業所数（社）  0 2  無

企業立地等補助金交付件数(累計)

（件）
 22 42  無

食関連企業の新増設数（件）  0
0

(R3 年度)
→ 無

「商工業活性化事業」補助金の

活用件数（件）
 31 11  有

・平成２６年 ４月：「江別市企業立地等の促進に関する条例」施行（企業立地等補助金の

交付）

・平成２８年 ４月：北海道フード・コンプレックス国際戦略総合特区（フード特区）計画

の第２期開始

・令和 ２年 ４月：江別市企業立地等の促進に関する条例施行規則一部改正（補助金交付

要件緩和や本社機能移転補助の追加）、江別まちなか仕事プラザ事業により、若年者から

シニアまで幅広い層の求職者の支援を開始

・令和 ２年 ５月：新型コロナウイルス感染症対策支援事業により、飲食店、卸・小売事

業者等へ支援金を支給

・令和 ２年 ８月：江別商工会議所補助金（新型コロナウイルス感染症対策）により、市

内事業者が実施する住宅リフォーム等を支援（令和３年度及び令和４年度に実施）

・令和 ２年１０月：プレミアム付商品券発行事業（新型コロナウイルス感染症対策）によ

り、市内中小企業者等を支援（令和３年度及び令和４年度に実施）

計画期間内の主な取組
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※ 「食関連企業の新増設数」は、令和３年度をもって本指標の取得を終了して

いるため、令和４年度以降の実績値を記載していない。
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取組の基本方針０２‐０３ 観光による産業の振興

○第２次観光振興計画の策定

新型コロナウイルスの終息が見えない中においても、観光客のニーズを見極め、関連団体等からの意見を把握

し、次期計画を策定する必要があります。

○一般社団法人えべつ観光協会の自走化に向けた支援

令和３年１０月に市から独立した観光協会が行う、組織体制の強化、民間の柔軟な発想や企画に基づく事業展

開、自主財源の確保などの自主自立に向けた取組に対し、適切な支援を行っていく必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題

計画期間内の主な成果

○観光入込客数が増加傾向

旧ヒダ工場の商業施設ＥＢＲＩとしての利活用開始、ＪＲ野幌駅側の宿泊施設の開業、大型複合書店の進出等に

より、観光入込客数は増加傾向にあります（ただし、新型コロナウイルスの影響が計れない部分もあります）。

○一般社団法人えべつ観光協会の設立

江別観光協会は、昭和３７年に設立され、市が事務局を兼務する任意団体でしたが、江別市観光振興計画におい

て、民間が推進体制の中心的役割を担うよう整理されたことを受け、行政主導ではなく民間の発想を活かした取組

を行う組織を目指し、法人格を取得し、「一般社団法人えべつ観光協会」として新たなスタートを切りました。

○地方創生推進交付金を活用した観光振興計画に基づく事業実施

市内外での食関連のプロモーションの実施、観光情報発信のツールとしてのイラストＭＡＰや観光動画の作成、

レンタサイクル事業による交通手段の充実、市内周遊型イベント（謎解き・スタンプラリー）の実施等により、間

接的にではありますが、江別市や特産品の認知度向上、観光入込客数の増加に寄与しました。

計画期間内の主な取組

・平成２６年度 ：旧ヒダ工場保存・活用事業者募集及び選定

・平成２８年３月：ＥＢＲＩ（旧ヒダ工場）グランドオープン

・平成２９年度 ：江別市観光振興計画策定

・平成３０年度～：計画に基づく各種事業の実施

・令和３年１０月：一般社団法人えべつ観光協会の設立

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和３年度)

傾向
コロナの

影響

主要観光施設の観光入込客数（人）  126,000 271,619  有
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※ 令和３年度をもって本指標の取得を終了しているため、令和４年度以降の実

績値を記載していない。
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第６次総合計画の達成状況政策０３ 福祉・保健・医療

取組の基本方針０３‐０１ 地域福祉の充実

○ライフスタイルの多様化等による状況の変化を踏まえた地域福祉活動の推進

ライフスタイルの多様化のほか、少子化や高齢化のさらなる進展を踏まえ、民間の各種団体等、新たな担い手と

の連携によって、きめの細かい地域福祉活動の取組を模索する必要があります。

○複合的な困難を抱えている方への支援体制の強化

地域における生活や福祉を取り巻く環境が変化する中、様々な分野の課題が複雑に絡み合い、複合的な生活上の

困難を抱えている方や福祉的な支援を必要としている方への相談支援体制を強化する必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題

計画期間内の主な成果

〇地域福祉活動の推進

自治会が行う一人暮らしの高齢者を見守る愛のふれあい活動や地域交流の集いについて、社会福祉協議会を通じ

て支援を行ってきたほか、民生委員・児童委員の活動促進のため運営補助金の交付や高齢者名簿の提供などの支援

を行いました。また、災害時に自力での避難が困難な方への支援のための取組などを進めました。

〇福祉意識の醸成と人材の確保

地域あそびのひろば、おもちゃ図書館、シルバーウイーク、江別ふれあい福祉の広場など、幅広い対象者に向け

た地域のサロン・集いの場づくりを進めました。また、民生委員・児童委員の担い手不足については、自治会や民

生委員児童委員協議会等との連携によって欠員解消に向けた取組を進めました。

計画期間内の主な取組

・平成２７年度～令和元年度：「第３期江別市地域福祉計画」

・令和 ２年度～令和６年度：「第４期江別市地域福祉計画」

基本目標
だれもが健康的に安心して暮らせるえべ

つをめざします

政策展開

の方向性

全ての市民が生涯を通じて健康に過ごせ
るよう健康意識の向上と健康づくりの推進
に努め、病気や怪我をした際には、必要な
治療が迅速かつ適切に受けられるよう地域
医療体制と市立病院経営の安定を図りま
す。

また、だれもが安心して生活できるよう
保険・医療など社会保障制度の周知に努め
るとともに、制度の安定した運営を図りま
す。

さらに、障がいのある方や高齢者が、地
域でいきいきと自立した生活が送られるよ
うサービスの充実を図るとともに、市民の
地域福祉に対する理解を深め、人材を確保
することで、地域全体で支え合う体制づく
りを推進します。

政策の成果指標 目標 初期値
実績値

(令和５年度)
傾向

コロナの
影響

市と住民が一体となり協力した
まちぐるみの福祉が出来ている
と思う市民割合（％）

 42.1 37.2  有

健康だと思う市民割合（％） → 82.0 81.2  －

自宅で生活している障がいが

ある方の人数（人）
 7,600 9,187  無

生きがいを感じている高齢者

の割合（％）
 78.9 70.5  有

介護サービスが充実している

と思う市民割合（％）
→ 92.1 89.5  無

政策の成果指標の推移

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

地域福祉に関するボランティア活動

の延べ実施人数（人）
 6,484 3,261  有

42.1 

32.6 
37.3 40.0 39.9 38.8 37.7 35.6 

39.5 
33.1 

37.2 

82.0 80.6 79.6 78.0 81.8 78.5 
81.2 79.1 

82.7 78.4 81.2 
78.9 76.1 74.3 75.9 74.5 

70.1 
74.6 

70.8 
66.6 

70.1 70.5 

92.1 
88.2 91.2 89.8 91.9 90.7 92.9 93.3 90.7 

86.8 89.5 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

初期値 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

（年度）

市と住民が一体となり協力したまちぐるみの福祉が出来ていると思う市民割合（％）

健康だと思う市民割合（％）

生きがいを感じている高齢者の割合（％）

介護サービスが充実していると思う市民割合（％）

7,600 7,869 7,798 7,637 7,793 8,107 8,355 8,666 8,530 
8,964 9,187 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

（人）

初期値 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

（年度）

自宅で生活している障がいがある方の人数（人）

6,484 
7,224 

7,670 7,793 
8,324 

9,163 
8,355 

533 817 
1,281 

3,261 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

（人）

初期値 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5
（年度）

地域福祉に関するボランティア活動の延べ参加人数（人）

8



取組の基本方針０３‐０２ 健康づくりの推進と地域医療の安定

計画期間内の主な成果

○健康増進活動の推進

市民が主体的に健康づくりに取り組めるよう、個人、地域、学校など様々な機会を活用し、食生活、運動、ここ

ろの健康などに関する普及啓発の取組を進めました。また、平成２９年度には「健康都市宣言」を行い、生活習慣

病などの予防、ひいては健康寿命の延伸につながるよう、「野菜摂取」を重点取組とし、幅広い年代を対象に野菜レ

シピの紹介や実習、リーフレット等による普及啓発と「えべつベジタブルライフ協力店」の登録を進めた結果、「健

康だと思う市民割合」が増加し、市民の健康に対する意識向上に寄与しました。

○疾病予防・重症化予防の促進

生活習慣病やがんなどの早期発見・早期治療のため、健康診査やがん検診の受診体制の整備に努めました。働く

世代が受診しやすいよう、休日、早朝の健診日の増設や、女性が受診しやすいよう託児付きの女性限定の日程を開

設したほか、平成３０年度には集団検診の申込窓口の一元化やＷＥＢ申込など、申し込みしやすい環境整備を行い

ました。

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

こころの健康づくりや生活習慣病に

関する講座や教育、相談の参加者数

（人）

 9,604 2,971  有

市立病院の経常収支比率（％）  100.4 98.1  有

市立病院の不良債務残高（千円） → 463,947 694,750  有

市立病院の医師数（人） → 54 43  有

計画期間内の主な取組

【健康づくり】

・平成２６年度～令和５年度：「第２次えべつ市民健康づくりプラン２１」

・平成２７年度：江別オリジナルエクササイズ「Ｅ－リズム」作成

・平成２８年度：女性限定の集団検診「レディース検診」開始

・平成２９年度：健康都市宣言、健康フェスタ開催

・平成３１年度～令和５年度：「第２次えべつ市民健康づくりプラン２１」中間見直しに

よる後期行動計画、「野菜摂取アクションプラン」「江別市自殺対策計画」

・令和 ３年度：高齢者保健・介護予防一体的実施推進事業開始

【地域医療（市立病院）】

・平成２６年度：第１回、第２回経営健全化評価委員会開催

・平成２７年度：第１回、第２回経営健全化評価委員会開催

・平成２８年４月～：ＤＰＣ（医療費包括評価方式）に基づく入院医療費計算開始

・平成２８年度：第１回、第２回、第３回経営健全化評価委員会開催

・平成２９年３月：江別市立病院 新公立病院改革プラン」策定

・平成２９年度：第１回、第２回経営健全化評価委員会開催

・平成３０年度：第１回経営健全化評価委員会開催

・令和元年８月：「江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会」設置

・令和２年２月：江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会答申【一次】

・令和２年６月：江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会答申【二次】

・令和２年８月：江別市立病院経営評価委員会を設置

・令和 ２年度：第１回、第２回、第３回江別市立病院経営評価委員会開催

・令和３年３月：「江別市立病院経営再建計画」策定

・令和 ３年度：第１回、第２回、第３回、第４回江別市立病院経営評価委員会開催

・令和４年４月：地方公営企業法全部適用へ移行

・令和 ４年度：第１回江別市立病院経営評価委員会開催
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○疾病予防・健康寿命延伸の取組の継続と充実

様々な取組を進めてまいりましたが、生活習慣病などの疾病予防や健康寿命の延伸については、短時間での成果

を見込むことが難しく、引き続き、取組の継続と、更なる充実が必要と考えています。今後、更に少子高齢化が進

むことも予測され、より一層、各世代の健康課題を把握し、対象に応じた保健事業を行う必要があります。

○健康意識の向上

コロナ禍において、感染対策を講じながら実施できる事業は再開しましたが、従来のように不特定多数の市民を

対象にした事業は当面難しい状況です。これを機に、オンラインなど、新たな手法を取り入れることを検討し、健

康意識の向上を図ることができるよう事業を実施する必要があります。

○市立病院

・不良債務の解消

・「江別市立病院経営再建計画」の後継計画となる「江別市立病院経営強化プラン（仮称）」の策定

次期総合計画に向けた主な課題

計画期間内の主な成果

○市立病院経営の安定

・総合内科医の大量離職を端緒とする経営悪化により、一般会計から運転資金を借り入れたほか、一般会計職員を

含む職員の給与削減を行うなど、市立病院の経営再建が市の重要課題となりました。市立病院では経営再建を図

るため、「江別市立病院の役割とあり方を検討する委員会」からの答申を受け策定した「江別市立病院経営再建計

画」に基づき、経営評価委員会からの助言等を得ながら様々な取組みを行うとともに、令和２年から続く新型コ

ロナウイルス感染症への対応と一般診療の継続を軸に経営再建に取り組んでいます。この結果、収支は徐々に改

善し、令和３年度は対前年度比 8 億 9 千万円増となる純利益１億７千万円となりました。
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取組の基本方針０３‐０３ 障がい者福祉の充実 計画期間内の主な成果

○自立的な社会参加の促進

障がいにかかわらず、様々な場面での社会参加が可能となるよう、聴覚障がい者への支援として、「手話通訳者」

や「要約筆記者」を派遣し、視覚障がい者に対しては、行政の情報をより早く伝えるために「点字広報」や「声の

広報」を発行し、支援体制の充実を図りました。また、身体障がい者の体力増強や社会参加、交流を推進するた

め、各種スポーツ大会や教室を実施していましたが、令和２年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響から中

止を余儀なくされています。

○地域生活への支援

地域で安心して暮らすことができる生活の場を提供するため、地域活動支援センターにおいて、社会生活の適応

性を高めるため、生産活動の機会を提供したほか、障がい者の相談支援体制を一層充実するため、江別市自立支援

協議会（事業所、医療機関、教育機関及び行政等が参加）を開催し、地域課題に対する学習会やグループワークを

実施することにより、障がい者が地域で自立した生活ができるよう支援体制の充実を図りました。

○日常生活への支援

自宅での日常生活へのサービスの提供を通じて、安心して暮らし続けることができるよう、障害福祉サービスの

支給及び補装具の交付を行ったほか、障がいの程度・状況に応じて日常生活用具の給付や移動支援、日中一時支援

等の支援を行い、日常生活の支援の充実に努めました。

○日中活動・就労への支援

日々の活動の機会提供を図るため、視覚障がい者を対象に、自立に向けた訓練として、点字や音声パソコン、機

織り、歩行訓練等を行い、仲間や地域との交流ができる機会を提供するとともに、障がい者の就労支援について

は、就労に係る基本相談支援及び定着支援を開始し、教育・労働・福祉などの関係機関と連携し、福祉的就労や一

般就労などが実現できるよう支援体制の充実を図りました。

○ニーズの把握と提供体制の確保

障がいのある方が地域において自立した日常生活・社会生活を送るためには、障害福祉サービスの提供体制を確

保するとともに、サービス利用者の各種ニーズに対応できるように相談支援体制をさらに充実させていく必要があ

ります。

地域において、障がいのある方や家族等が、ニーズや障がいの特性等に応じた障害福祉サービスを利用しながら

充実した日常生活を送るためには、必要なサービス量を把握し、その情報を障害福祉サービス事業者等と共有しな

がら、十分なサービス量を確保していく必要があります。

○障がいのある児童に対する切れ目のない支援提供体制の構築

障がいのある児童を支援するためには、児童の成長に応じた障がい特性や課題について、相談内容や対応方法が

変化していくことから、地域の保健、医療、教育、就労支援等の関係機関が連携を図り、切れ目のない一貫した支

援を提供する体制の構築が課題になっています。

○社会参加・就労支援の拡充

障がいのある方が就労するためには、障がいへの理解や障がいの程度に応じた仕事などが必要とされており、就

労を支援する日中活動系サービスの充実や障がい者雇用の確保が求められています。また、障がいのある方の個性

や能力の発揮を促進するために、文化芸術等の活動に参加する機会を確保するなど、社会参加の選択肢を広げてい

くことが課題になっています。

○障がいに対する理解促進と住みやすい環境づくり

障がいのある方が地域で安全・安心な生活を送るためには、市民が障がいへの理解を深め、障がいを理由とした

差別等のない環境づくりが重要で、災害時の適切な情報伝達など、障がいのある方が孤立することのないように、

地域全体で支え合う住みやすい環境づくりが課題になっています。

次期総合計画に向けた主な課題

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

身体障がい者、知的障がい者並びに

精神障がい回復者のうち通所サービ

ス決定者数（人）

 260 336  有

計画期間内の主な取組

・平成２６年度：市における障害者就労支援施設からの優先的な物品調達の推進及び授産製品の

ＰＲ

・平成２７年度～令和２年度：「第４期障がい者福祉計画」

・平成２７年度～平成２９年度：「第４期障がい福祉計画」

・平成２７年度：「えべつ障がい者しごと相談室すてら」設置

・平成２９年度：「江別市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員の対応要

領」策定

・平成３０年度～令和２年度：「第５期障がい福祉計画」「第１期障がい児福祉計画」

・平成３０年度：「江別市手話言語条例」制定、在宅医療的ケア児等の受け入れを行う事業所へ

の補助事業創設

・令和元年度：市職員への研修等、手話言語への理解や手話を使いやすい環境づくりに向けた取

組の推進

・令和 ３年度～令和８年度：「第５期障がい者福祉計画」

・令和 ３年度～令和５年度：「第６期障がい福祉計画」「第２期障がい児福祉計画」

260 

202 
236 

277 

327 338 
361 

309 296 304 
336 

0

100

200

300

400

（人）

初期値 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

（年度）

身体障がい者、知的障がい者並びに精神障がい回復者のうち

通所サービス決定者数（人）

11



取組の基本方針０３‐０４ 高齢者福祉の充実

計画期間内の主な成果

○地域交流と社会参加の促進

コロナ禍により活動を休止した通いの場の再開を支援するとともに、地域の支え合い出前講話の開催、高齢者生活

支援スタッフや認知症サポーターの養成を行うことで、社会参加や地域による支え合い意識の醸成を図りました。

○介護予防と自立生活の支援

高齢者に向けた各種講話やフレイル予防リーフレットにおいて、運動や社会参加の必要性を伝えることにより、介

護予防の推進を図りました。また、地域ケア会議を開催し、多様な専門職が様々な事例や課題について意見交換を行

うことで、高齢者の自立支援・重度化防止への多職種による連携体制の強化を図りました。

○在宅福祉サービスの充実

成年後見制度の利用促進を含めた、認知症施策の推進や市民の方が安心して暮らすための高齢者保健福祉サービス

の充実を図りました。

○施設サービス機能の充実

介護サービス提供基盤の整備（施設整備等）、介護給付の適正化、介護人材確保に向けた取組を進めました。ま

た、新型コロナウイルス感染症の予防・拡大防止に向けた支援の充実を図りました。

○高齢化の進展

今後の高齢化の進展に伴い、認知症施策や生活支援体制整備の強化を一層進める必要があります。

○サービス提供体制の確保

介護保険サービスを必要とする高齢者が、適切に利用できるよう、今後も国や道とも連携しながら介護人材の確

保、サービスの適正な提供の確保などを計画的に進めていく必要があります。

○感染症対策

感染症拡大防止に向けた対策の取組の推進と関係機関との連携体制の強化を一層進める必要があります。

○介護予防の推進

令和２年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化したことによって各種講話等の開催回数及び受講者

数が減少していることから、講話時間や開催場所を工夫するなど開催手法を見直しながら、引き続き介護予防の推進

に努める必要があります。

○地域資源の活用

高齢者に関する地域課題と地域資源を把握し、高齢者の生活を支える地域資源の活用と課題解決に努める必要があ

ります。

次期総合計画に向けた主な課題

計画期間内の主な取組

・平成２７年度～平成２９年度：「第７期高齢者保健福祉計画」「第６期介護保険事業計画」

・平成３０年度～令和 ２年度：「第８期高齢者保健福祉計画」「第７期介護保険事業計画」

・令和２年度～：コロナ禍の対策として、フレイル予防リーフレットを作成し、運動や社会参加

の必要性を周知

・令和 ３年度～令和 ５年度：「第９期高齢者保健福祉計画」「第８期介護保険事業計画」

・令和 ３年度～令和 ６年度：「江別市成年後見制度利用促進基本計画」

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

介護予防や認知症に関する講座の

参加者数（人）
 2,829 2,358  有
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取組の基本方針０３‐０５ 安定した社会保障制度運営の推進

○医療費適正化に向けた取組の継続による国民健康保険制度の安定的な運営

国民健康保険の加入世帯の構造変化などに対応できるよう、保健事業に関連する実施計画等を見直しながら、医

療費適正化に向けた取組を進める必要があります。

○収納率向上への取組の継続による後期高齢者医療制度の安定的な運営

今後も高齢化が進み、医療費が増加していく中で、国民皆保険を持続可能なものにしていくため、被保険者個々

の状況に応じた取組を進める必要があります。

〇生活困窮者の支援の推進

国の政策の動向を踏まえ、対象者の早期把握や自立支援に向けた取組等、自立の促進につながる生活困窮者対策

の推進に努めていく必要があります。

〇生活保護制度の適正な実施

生活保護制度の改正や社会経済状況の変化に対応しながら、生活保護制度を適正に実施する必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題

計画期間内の主な成果

○健康増進による医療費適正化の推進

第２期国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）及び第３期特定健康診査・特定保健指導実施計画に

基づき、特定健康診査などの保健事業を実施し、医療費適正化を通じて国民健康保険制度の安定運営に努めまし

た。

○後期高齢者医療制度の安定運営

後期高齢者医療保険料の収納率向上に努め、制度の安定運営に貢献しました。

〇生活困窮者自立相談支援や生活困窮者自立支援金による生活困窮者への支援の実施

生活困窮者支援対策では、「くらしサポートセンターえべつ」を中心に複合的な課題を抱える生活困窮者を幅広く

受け止め、自立に向けた包括的な相談支援を行っているほか、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活困

窮者自立支援金や住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金を支給しました。

〇生活保護受給者の経済的な自立や増収

生活保護制度の適正な実施や就労支援の実施により生活保護受給者の経済的自立や増収を図りました。

計画期間内の主な取組

・平成２５年度～平成２９年度：「第２期江別市特定健康診査・特定保健指導実施計画」

・平成２７年度：自立相談支援事業の開始、住居確保給付金の支給開始

・平成２８年度～平成２９年度：「第１期国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）」

・平成３０年度～令和 ５年度：「第２期国民健康保険保健事業実施計画（データヘルス計画）」

「第３期江別市特定健康診査・特定保健指導実施計画」

・平成３０年度：国民健康保険の財政運営の都道府県単位化の開始

・令和 ３年度：後期高齢者健診項目の追加、後期高齢者歯科検診開始、新型コロナウイルス感

染症生活困窮者自立支援金の支給開始、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給開始

・令和 ４年度：後期高齢者健診受診券送付開始
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第６次総合計画の達成状況政策０４ 安全・安心

取組の基本方針０４‐０１ 安全な暮らしの確保

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

交通安全指導員の配置状況（設置を

希望する小学校への配置）（人）
 16 17  無

市の市民相談所を知っている

市民割合（％）
 62.8 49.5  無

やすらぎ苑への申込者に対する

募集区画数の割合（％）
 95.2 144.7  無

消費生活相談への相談件数（件）  591 705  有

管理不全な空き家の解消件数（件）  14 21  無

基本目標
だれもが安全で安心して暮らせるえべ
つをめざします

政策展開

の方向性

交通安全や防犯活動の推進、生活衛生

環境や冬季生活環境の充実などを通じて

安全で快適な社会環境を築いていくとと

もに、地域防災力の向上や消防・救急体

制の充実を図ることにより、災害に強

く、だれもが末永く安心して暮らせるま

ちづくりを進めます。
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（年度）

安全で衛生的な生活環境が整っていると思う市民割合（％）

災害対策が充実し安心と思う市民割合（％）

消防・救急活動に満足している市民割合（％）

政策の成果指標 目標 初期値
実績値

(令和５年度)
傾向

コロナの
影響

安全で衛生的な生活環境が整

っていると思う市民割合

（％）

 78.2 85.5  無

災害対策が充実し安心と思う

市民割合（％）
 52.1 55.8  無

消防・救急活動に満足してい

る市民割合（％）
 89.5 94.7  有

政策の成果指標の推移

計画期間内の主な取組

・毎年度：交通安全教室、交通安全市民総決起集会、自主防犯活動研修会、安全安

心講座を開催、計画的な墓所の供給を実施

・平成２６年度：合同墓を設置

・平成２７年度：合同墓の運用を開始、葬送に対する市民の多様なニーズに対応

・平成２８年４月：消費者の保護と消費生活の安定及び向上を図るため江別市消費

生活センターを設立

・平成２８年度：「第１０次江別市交通安全計画」策定

・平成３０年３月：「江別市空家等対策計画」策定

・平成３０年１０月：札幌司法書士会と連携協定締結

・令和 元年～：特定空家等解体補助金の実施

・令和 元年：免許返納支援に関して、市とコープさっぽろで協定締結

・令和 元年８月：江別不動産業協会と連携協定締結

・令和 ３年度：「第１１次江別市交通安全計画」策定
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・交通安全・防犯の普及啓発活動においては、引き続き新型コロナウイルス感染症対策を行う必要があります。

・インターネットの普及による架空請求や通販トラブル等、相談内容が複雑化しているため、警察や庁内関係部署等の関係機関とよ

り連携を強化する必要があります。

・核家族化や少子高齢化の影響等により、墓所の維持管理や増加が懸念される承継が困難な方へ対応する必要があります。

・ペットの適正な飼育に関する啓発や空き地の適正管理の指導に努め、意識向上を図るとともに、これらの苦情・相談に対応してい

く必要があります。

・令和５年度をもって空家等対策計画が終了することから、空き家の所有者等のニーズ・社会情勢を的確に見極め、管理不全な空き

家への対応、空き家等の利活用の促進を更に進めていくために、「第２次空家等対策計画」を策定する必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題

計画期間内の主な成果

〇交通安全、防犯活動の推進

・新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の啓発活動が中止となりましたが、江別警察署や各団体と連携しながら、交通安全

教室や各種啓発イベントを開催することにより、交通事故の防止や防犯活動の必要性について、市民意識の向上が図られました。

〇市民相談の充実

・令和３年度から女性の相談員を配置し、生活に関して市民がより気軽に相談できる環境を整えました。

・消費生活相談や江別市消費者被害防止ネットワークの開催、各種啓発活動の実施により、消費者被害の防止等に努めました。

〇生活衛生環境の充実

ペットの適正飼育に関する啓発活動や、不良の状態となっている空き地の所有者等に対する適正管理の指導、合同墓への案内・相

談対応により、市民が住みやすい生活環境の充実に寄与しています。

○空き家等の発生抑制及び適正管理・利活用の推進

法務・不動産等の関係団体との連携により、情報発信・相談体制の整備を図るとともに、所有者との折衝・相談時において関係団

体を案内するなど、空き家の流通促進に向けた取組を実施しました。

○特定空家等への対応

特定空家等の認定物件（４棟）については、全てが解体されています。また、定期パトロール後に空き家の所有者等へ適正管理の

依頼文書を送付することにより、管理不全な空き家の解消を図っています。
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取組の基本方針０４‐０２ 地域防災力の向上

・気象状況の変化に伴い、災害発生のリスクも増加していることから、市民が災害時に適切な行動ができるよう、

各種訓練の実施や防災に関する周知啓発を継続していくことが重要です。

・自治会による温度差もあることから、自主防災組織や（避難行動要支援者に対する）協力自治会の組織化を進め

る必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題

計画期間内の主な成果

・災害発生時を想定し、避難者の属性に配慮した備蓄や感染症対策に必要な物品等、内容を検証しながら、計画的

な備蓄を進めています。

・出前講座や各種訓練を多数実施したことにより、「自助」「共助」の意識の醸成のほか、自治会や関係機関との連

携強化につながりました。

計画期間内の主な取組

・平成３０年度まで：初動対応に最低限必要な備蓄品の整備

・令和元年度から：「備蓄品整備計画（１０ヵ年計画）」に基づき、衛生物品や冬期間に対応する

ための物品等、計画的な備蓄を推進

・「江別市避難所運営マニュアル」の改訂や「河川増水時のタイムライン」の作成

・自治会や学校、事業所等に対する出前講座や各種訓練・講話等を実施

・自治会、自主防災組織、警察・消防・自衛隊等の防災関係機関、災害時協力協定企業などと連

携し大規模な訓練の「総合防災訓練」の開催

・令和２年度から：地域に根差した実践的な中規模訓練となる「地域連携避難所運営訓練」を江

別・野幌・大麻の地域別にローテーションで開催

・総合防災訓練を６回実施（平成２６年、平成２７年、平成２８年、平成２９年、平成３０年、

令和元年）

・地域連携避難所運営訓練を２回実施（令和２年、令和３年）

51.0 

61.0 

71.0 

81.0 

91.0 
97.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

初
期
値 H2
6

H2
7

H2
8

H2
9

H3
0

R元 R2 R3 R4 R5

（年度）

備蓄目標に対する充足率（災害用毛布）（％）

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

初期値 R2 R3 R4 R5
（年度）

備蓄目標に対する充足率（災害用寝袋）（％）

11,630 

14,085 13,840 
15,511 

18,418 
19,518 

21,858 

18,732 
19,635 

21,162 

26,694 

0 

10,000 

20,000 

30,000 

（人）

初期値 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5
（年度）
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各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

備蓄目標に対する充足率

（災害用毛布）（％）
 51.0 100.0  無

備蓄目標に対する充足率

（災害用寝袋）（％）
 0.0 40.0  無

防災訓練・セミナー等参加人数

（人）
 11,630 26,694  有
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取組の基本方針０４‐０３ 消防・救急の充実

○消防組織体制の充実

・指導的立場の職員の養成を充実させ、計画的な消防本部内の教育を推進させる必要があります。

・消防団に求められる地域防災力が複雑多様化するなか、消防団員減少及び高齢化が喫緊の課題と考えられ

ます。

・安定的な災害対応を行うためには、消防庁舎等の適正な保全管理並びに消防車両及び装備品の継続した維

持管理が必要であり、計画の更新を行う必要があります。

・消防指令業務の共同運用について、指令システムやＩＣＴ環境は、更なる高度化が予想されることから、

機器の整備や運用を継続して検討していく必要があります。

○救急体制の充実

・救急需要の分析と調査結果による救急隊の効率的な運用方法等の見直しを検討する必要があります。

○火災予防対策の推進

・住宅用火災警報器の設置義務化から１０年以上経過し、電池切れや経年劣化により火災を感知しなくなる

リスクが高まっていることや、近年の出火原因の傾向変化等を踏まえ、防火意識の普及推進に取り組む必

要があります。

次期総合計画に向けた主な課題各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

応急手当指導員数

(一般救急隊員＋救急救命士）（人）
 81 97  無

防火・保安研修会等参加者の

市民割合（％）
 23.4 42.4  無

計画期間内の主な成果

○消防組織体制の充実

・大型自動車免許取得や救急隊員資格者の養成により、消防活動を維持することができました。

・女性団員が分団化され、女性目線の発想による自主的な取組が増えました。

・訓練や研修を計画的かつ有効に実施することで団員の知識や技術が維持向上しました。

・学生サポーター制度の導入や広報を行い、入団の促進を行いました。

・消防団条例の改正を行い、団員の処遇を改善しました。

・計画に基づき消防庁舎等の設備改修に加え、消防車両（寄贈４台を含む２４台）及び装備品の更新を行い

ました。

・消防指令業務の共同運用による効果が最大となるように、基本計画書及び運営計画書を作成し、６消防本

部で協議を重ねました。

○救急体制の充実

・救急需要の分析と調査を継続し、救急隊の効率的な運用を検討し問題点を洗い出しました。

・応急手当に関する各種講習会を約６５０回開催し、小学生を含む延べ約１万８千人が受講し、応急手当普

及員を６８人育成しました。

○火災予防対策の推進

・計画に基づき、取り組んできた結果、出火件数の減少傾向等、一定の効果がありました。

計画期間内の主な取組

○消防組織体制の充実

・平成２６年４月：「消防職員人材育成基本計画」「消防庁舎保全整備計画」「消防機械器具整備

計画」策定

・平成２７年：女性分団の発足、階層別研修会の開始、装備の充実

・平成３０年：学生消防団活動等認証制度開始、学生消防サポーター登録制度開始

・令和 ４年：江別市消防団条例の改正による処遇の改善

○消防指令業務共同運用

・平成２７年５月：石狩振興局管内消防指令業務共同運用検討委員会設置

・平成３１年３月：札幌圏消防通信指令委員会設置（デジタル無線と統合）・基本協定の締結

・令和元年５月～令和４年３月：基本計画書・運営計画書作成（令和４年１２月工事契約予定）

○救急需要対策

・平成２６年４月：「救急需要対策推進計画」策定

・平成２８年３月：「江別市消防職員救急研修に関する要綱」制定

・平成２９年度：指導的立場の救急救命士の養成を開始

・令和 ２年３月：「感染症等の流行時における業務継続計画」改正

○応急手当普及啓発

・平成２８年度～：市民を対象とした応急手当普及員養成講習を実施

・平成２９年度～：救命入門コース（４５分）を導入

○火災予防対策

・平成２６年４月：「防火意識の普及推進計画」策定（令和元年５月改定）
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第６次総合計画の達成状況政策０５ 都市基盤

取組の基本方針０５‐０１ 市街地整備の推進

計画期間内の主な取組

・平成２６年４月：「都市計画マスタープラン２０１４改訂版」開始。江別の顔づくり事業など関

係機関で進める関連事業を推進し駅を中心とした集約型都市構造を形成。土地利用転換による西

インターチェンジ周辺の流通業務施設の立地や大麻南樹町の大規模未利用地の利便施設の立地な

ど、地域の特性を活かした計画的な土地利用を推進（令和４年度より改定作業を開始）

・平成２７年９月：新栄団地Ｂ棟（４８戸）完成

・平成２８年：地域おこし協力隊を任用し、大麻地区に定住相談窓口を開設

・平成２９年９月：新栄団地Ｃ棟（４８戸）完成

・令和 元年９月：新栄団地Ｄ棟（４８戸）完成

・令和 元年：定住相談窓口を全市展開し、移住定住相談に広く対応

・令和 元年：北海道と連携し、東京一極集中是正に向けたＵＩＪターン新規就業支援事業を実施

・地域おこし協力隊と連携して、ホームページやＳＮＳを活用した情報発信を開始

・令和 ３年３月：新たな「市営住宅長寿命化計画」を策定

・令和 ３年９月：新栄団地Ｅ棟（４９戸）完成

【水道事業】基幹管路耐震化事業の実施(導水管、送水管、配水本管）、老朽配水管の更新・耐震化

の実施、危機管理体制の強化（災害対応施設の整備等、停電対策の推進)、水道メータ更新時に

おける電子式（地上式）メータの採用

【下水道事業】管路施設改築更新、浄化センター・ポンプ場施設改築更新

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

定住に関する相談対応件数（件）  3 103  有

新栄団地の建替戸数（戸）  48 290  無

水道の基幹管路耐震管率（％）  8.8 26.7  無

漏水率（％） → 4.0 2.0  無

電子式メータ設置率（％）  25.0 95.4  無

下水処理場、ポンプ場の耐震診断率

（％）
 57.1 100.0  無

76.7 77.1 77.6 79.1 80.2 80.0 82.7 82.7 81.9 82.0 84.5 

57.9 
60.8 

64.2 65.9 64.4 63.6 66.6 64.3 
57.2 59.0 61.6 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

初期値 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5
（年度）

市街地整備に満足している市民割合（％）

交通環境に満足している市民割合（％）

3 7 5 
15

34
17

35
48 48 

81
103 

48 48 

96 96 

144 144 

192 192 

241 241 

290 

0

100

200

300

初期値 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5
（年度）

（件・戸）

定住に関する相談対応件数（件）

新栄団地の建替戸数（戸）

基本目標
暮らしやすさを実感できるえべつに向けて都市

基盤の形成をめざします

政策展開

の方向性

市民が暮らしやすく、いつまでも住み続けたいと

思えるまちづくりを進めます。

駅を中心としたにぎわいのある拠点を創出し、子

どもから高齢者、障がいのある方までだれもが安心

して過ごすことのできる計画的な市街地整備の推進

や、安全で快適な道路環境の確保と公共交通の活性

化などによる交通環境の充実によって、暮らしやす

さを実感できるまちに向けた都市基盤の形成を進め

ます。

政策の成果指標 目標 初期値
実績値

(令和５年度)
傾向

コロナの
影響

市街地整備に満足している

市民割合（％）
 76.7 84.5  無

交通環境に満足している市

民割合（％）
 57.9 61.6  無

政策の成果指標の推移
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○効果的な情報発信

新型コロナウイルス感染症の影響もあり、若年層を中心として地方移住への関心が高まっています。そのため、道内外の方々へ移住定住の後押

しとなるよう、まちの持つ魅力をより効果的に発信していく必要があります。

○コンパクトなまちづくりの推進

今後は本格的な人口減少社会が到来するため、都市状況を踏まえ、これまで進めてきたコンパクトなまちづくりを更に精度を上げていく必要が

あります。

○都市計画マスタープランの改定

現計画が令和５年度で満了のため、社会経済情勢を的確に見据え、コンパクトなまちづくりの考えのもと、改定作業を進める必要があります。

○市営住宅の計画的な建替え

老朽化が進んだあけぼの団地について、地域の個性を活かした団地の整備に向け、計画的な建替えを進めていく必要があります。

〇水道施設の老朽対策及び地震対策等の推進

水道施設の老朽対策及び地震対策は、未だ進捗途上であることから、引き続き施設の更新とともに耐震化を推進する必要があります。また、北

海道胆振東部地震の断水災害を踏まえ、停電対策を含めた自然流下配水方式を強化するなど、断水防止対策を推進する必要があります。

〇水需要に応じた施設の更新

将来の給水量は減少傾向にあるため、施設の適正な規模や配置などを考慮した更新を検討し、計画的に実施していく必要があります。

〇水道メータ地上化の推進

サービス向上のため、電子式（地上式）メータの設置を引き続き推進していく必要があります。

○下水道施設の適正な維持管理と改築更新

安全・安心で快適な生活環境を確保するため、今後も適正な維持管理を継続するとともに、老朽化した下水道施設の更新を計画的に進めていく

必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題

計画期間内の主な成果

○移住定住の推進

相談窓口の全市展開やさまざまな手法による情報発信を地域おこし協力隊と連携して取り組んできた結果、相談件数は増加傾向にあり、江別市

の住環境の特徴を広く伝えられ、移住定住の推進に貢献しました。

○市街地の形成

都市計画マスタープランを基に各部局や関係機関による計画的な事業展開や、地域特性を活かした計画的な土地利用が図られ、江別市の持続的

な発展に寄与するコンパクトで利便性の高い市街地の形成に貢献しました。

○市営住宅整備の推進

市営住宅長寿命化計画に基づく新栄団地の建替えを進めることにより、セーフティネットとしての市営住宅を、住宅困窮者だけではなく、子育

て世帯や高齢者、障がいのある方にも供給しました。

〇水道事業は、良質な水道水の安定供給を行いました。

・基幹管路の更新・耐震化の実施により、「基幹管路耐震管率」は上昇しました。

・老朽配水管の更新・耐震化及び水道施設の適切な維持管理を実施した結果、「漏水率」は低い水準を維持しました。

・原水を貯める施設、緊急貯水槽、災害時給水栓、札幌市緊急時連絡管の災害対応施設を整備したほか、停電対策の基本方針整理など危機管理体

制の強化を図りました。

・水道メータ地上化の推進により、サービスの向上を図りました。

○下水道事業は、衛生的で快適な生活環境を確保しました。

・下水道管路施設の改築更新を行い、お客様が安心して下水を使える環境を維持しました。

・浄化センター・ポンプ場の主要施設を更新することで、耐震化と下水処理機能を維持しました。

19



取組の基本方針０５‐０２ 交通環境の充実

○安全で快適な道路環境づくり

用地取得・物件補償等に係る権利者協議を行い、合意形成を図る必要があります。

○冬期間の交通の確保

除排雪への市民ニーズが高まっている一方で、事業者の人手不足等により除排雪体制の維持が難しくなっ

ており、引き続き事業者の体制維持に資する取組を検討、実施していくほか、特に大雪時における市民への

外出自粛要請や予防的な通行止めの実施等も含め、情報発信の強化に取り組んでいく必要があります。

○地域公共交通計画の策定

令和４年度で「江別市地域公共交通網形成計画」が終了を迎えることから、地域公共交通の現状・問題

点、課題の整理や社会情勢の変化などを十分に踏まえ、公共交通がより効率的に、より利用者にとって便利

で使いやすいものとなるように、次期「江別市地域公共交通計画」を策定する必要があります。

○新たな交通モードの検討

市内公共交通については現行の交通モード（手段）の維持確保が重要となりますが、人口減少や少子高齢

化、公共交通の担い手不足の深刻化等の課題も多く、将来にわたって地域の特性やニーズに応じた持続可能

な生活交通を維持・確保していくためには、ＡＩデマンド交通やＭａａｓ、自動運転など、新たな情報技術

を用いた取組も検討していく必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題

計画期間内の主な成果

○安全で快適な道路環境づくり

「江別市通学路安全プログラム」の合同点検結果に基づき、対策が必要な通学路の歩道整備等を実施し、

安全で快適な歩行空間を確保しました。

○冬期間の交通の確保

市民・事業者・行政の信頼関係の構築や相互理解の促進、除排雪の課題に係る市民周知が図られたほか、

除排雪体制の維持に向けた事業者間の協力体制の強化、従事者の働き方改革に向けた取組に着手することが

できました。

○バス路線の見直し

・「江別市地域公共交通再編実施計画」に基づき、平成３０年度に「バス路線再編事業」を実施しました。

・多額の赤字を抱え、今後の維持が困難な状況にあった市内バス２路線を統合し、新たな路線として「野幌

見晴台線」を運行するなど、路線バス事業者への補助も含めた各種見直し等を図ることで、市内公共交通

網の供給体制を維持確保しています。

○公共交通不便地域における新たな交通手段の導入

・公共交通の利用が著しく不便な市郊外部において、既存公共交通を補完する新たな移動手段として「デマ

ンド型交通」の実証運行を開始しました。

・路線廃止などの状況も踏まえ、一定程度の利用規模のある江北地区と豊幌地区において、地元が主体とな

り、主に高齢者や障がいのある方の通院、買物等への移動手段を確保しています。

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

バス輸送人員（千人） → 548 466  有

計画期間内の主な取組

○安全で快適な道路環境づくり

・平成２７～２８年度：元野幌１８２号道路の整備

・平成２７～３０年度：兵村９丁目通りの整備

・平成２８～３０年度：元野幌２７４号道路の整備

・令和 元年度：兵村４番通りの整備

・令和 ３年度～：兵村４丁目通り、元江別中央通り、元江別６６号道路の整備

○冬期間の交通の確保

・除排雪三者懇談会の開催、ホームページや広報、チラシ等の活用による除排雪情報の発

信、持続的な除排雪体制の維持に向けた除排雪業務の統合や従事者の労働環境改善に努め

ました。

○公共交通

・平成２６年１０月：「地域公共交通会議」を設置

・平成２７年 ６月：「地域公共交通会議」を道路運送法上の法定協議会組織へと改編

・平成２７年１０月：「野幌見晴台線」の実証運行実施（Ｈ２７．１０～Ｈ２８．２）

・平成２８年 ７月：「地域公共交通活性化協議会」を設置（「地域公共交通会議」を内包）

・平成３０年 ６月：「江別市地域公共交通網形成計画」｢江別市地域公共交通再編実施計画｣

策定

・平成３０年１０月：「野幌見晴台線（北海道中央バス）」の運行開始、「市内バスマップ」を

リニューアル

・平成３０年１２月：「江北地区デマンド型交通」の実証運行開始

・平成３１年 ３月：「乗り方ガイド」を新規作成

・令和 ２年 ４月：「市立病院発着路線（ジェイ・アール北海道バス）」の運行開始

・令和 ３年 ６月：「豊幌地区デマンド型交通」の実証運行開始
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第６次総合計画の達成状況
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教育施策に満足している保護者の割合（％）

「生きる力」が身についた児童・生徒の割合（％）

政策０６ 子育て・教育

取組の基本方針０６‐０１ 子育て環境の充実
計画期間内の主な成果

○医療費助成の拡充

子どもの医療費の制度を拡充し、更なる子育て世帯の医療費負担の軽減と子どもの健康増進を図りました。

〇保育施設の待機児童解消

待機児童解消を図るため、平成２６年度当初の認可保育施設１３施設、保育定員１，０７６人から、令和４年

度当初では、認可保育施設３７施設、保育定員２，１００人へと、保育需要に応じた提供体制の拡大を続けたこ

とで、平成２６年度当初に１３人いた国基準の待機児童を令和４年度当初に解消し、就業と子育ての両立ができ

る環境の充実に寄与しました。

〇妊産婦等への支援

「子育て世代サポートえべつ」を整備し、新たに母子手帳交付時からの妊婦面接や産後ケア、巡回型親子健康

相談など妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行うことで、妊産婦等への支援の拡充を図りました。

〇児童の健全育成と放課後活動の推進

市内で７か所の児童センターを開設し、児童の自主性を尊重した遊びや行事を行うほか、地域住民との交流に

より、児童の豊かな放課後活動を推進し、安全な居場所づくりに寄与しました。（新型コロナウイルス感染症の

拡大により、令和２年２月以降については、臨時休館や行事の中止により児童の利用が減少するなど大きな影響

が出ました。）

〇放課後児童クラブの整備による放課後児童対策の推進

民間放課後児童クラブの設置促進を図るための施設整備等に対する補助メニュー等の創設や、待機児童対策と

して児童センターでランドセル来館を開始するなど、社会情勢に合わせた支援を行うことで、提供体制拡大に向

けた環境整備を図り、平成２６年度当初の１８施設・利用定員６６１人を、令和４年度当初には、２４施設・利

用定員９０９人へと提供体制を拡大しました。

〇子育て世帯へ情報発信の充実

平成２９年４月にスマートフォン無料アプリを活用した子育て情報配信サービスを開始し、子育て世帯に必要

な情報を適宜提供することで、子育て支援情報配信の充実を図りました。

〇児童虐待防止のための体制強化

年々増加する児童虐待通告や相談に対応するため、子ども家庭支援員を２人増員し、子ども家庭総合支援拠点

を設置したことにより、児童虐待に係る通告等への早期対応を図りました。

計画期間内の主な取組

・平成２６年度：「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例」制定

・平成２７年度～令和元年度：「第１期子ども・子育て支援事業計画」

・平成２７年度：「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」制定

・平成２８年度：市立白樺保育園と市立若草乳児保育園を統合し「よつば保育園（定員１４０

人）」を開設

・平成２９年度：「第１期子ども・子育て支援事業計画」中間見直し、スマートフォン無料ア

プリを活用した子育て情報配信サービスを開始、子ども医療費の助成拡大（住民税課税世帯

の３歳～６歳（未就学）の通院医療費の自己負担を、一割負担から初診時一部負担のみへ）

・平成３０年度：子どもの生活実態調査

・令和 元年度：「子育て世代サポートえべつ」設置

・令和 ２年度～令和６年度：「第２期子ども・子育て支援事業計画」

・令和 ２年度：「子ども家庭総合支援拠点」設置、子ども医療費の助成拡大（小学１～３年

生の通院医療費及び中学生の入院医療費・訪問看護療養費を助成対象へ）

基本目標
未来のえべつを支える元気で情操豊かな子ども
たちの育成をめざします

政策展開

の方向性

子育て環境を充実させることにより、安心して子

どもを産み育てられ、就業と子育ての両立もできる

まちをつくります。

教育では、子どもたちが多様で変化の激しい社会

を生き抜いていく力を養成することに主眼をおき、

個性を尊重しつつ確かな学力の定着に努めます。安

全で安心な教育環境の下で地域社会全体が連携し、

次代を担う心身ともに健康な子どもたちを育てま

す。

政策の成果指標 目標 初期値
実績値

(令和５年度)
傾向

コロナの
影響

子育て環境が充実している

と思う保護者の割合（％）
 44.6 52.5  有

教育施策に満足している保

護者の割合（％）
 78.0 90.0  －

「生きる力」が身についた

児童・生徒の割合（％）
 81.7 83.7  有 Ｒ２年度は、指標の

取得ができない

政策の成果指標の推移

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

保育所定員数（人）  990 2,114  無

990 1,076 1,172 1,220 
1,349 

1,467 
1,622 1,670 

1,792 

2,100 2,114 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

（人）

初期値 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5
（年度）

保育所の定員数（人）
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○他自治体における子どもへの医療費助成状況の注視

現在の助成対象は、通院医療費の助成対象が小学３年生まで、入院医療費・訪問看護療養費は中学生までですが、

今後も他自治体の助成状況を注視していく必要があります。

〇子ども家庭庁設置に伴う検討・対応

政府のこども政策を一元的に推進するため、こども家庭庁が令和５年４月１日付けで新設されることに伴い、市の

組織体制等について検討する必要があります。

〇こども家庭センターの設置検討

児童福祉法一部改正に伴い、令和６年度以降、市町村の努力義務とされる「こども家庭センター」の設置について

検討する必要があります。

〇子ども・子育て支援事業計画と一体的な放課後児童クラブ及び保育施設の整備

大規模宅地造成等に伴う子育て世代の転入等により、校区ごとの放課後児童クラブのニーズに差が生じることか

ら、子ども・子育て支援事業計画の進捗を適宜点検し、計画的に放課後児童クラブを整備する必要があります。ま

た、放課後児童クラブが安定的に運営を継続できるよう、社会情勢に合わせた支援を行う必要があります。

保育施設についても、今後の子育て世代の転入や女性の就業率など、社会情勢等の変化に応じて子ども・子育て支

援事業計画の進捗を適宜点検しながら、保育需要を見極め、待機児童が発生しないよう、常に実態に応じた対応を行

う必要があります。

〇子どもや家庭が抱える複合的な課題への対応

子どもの貧困やヤングケアラー等、子どもの困難は、子どもの要因、家庭の要因、環境の要因等、様々な要因が複

合的に重なり合って表出することから、関係する機関や団体が密接に連携し、全ての子どもが、施策対象として取り

残されることなく、抜け落ちることのない支援体制を構築する必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題
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取組の基本方針０６‐０２ 子どもの教育の充実

計画期間内の主な成果

○教育内容の充実

・教育活動が制限されるなど、新型コロナウイルス感染症の影響があったものの、学習サポート教員や英語

指導助手を学校に派遣するなど人的支援の充実に取り組んだことで、一人ひとりの個性やニーズに応じた

きめ細やかな教育を実現し、計画を推進することができました。

・ＧＩＧＡスクールサポーターの派遣やヘルプデスクの設置のほか、各種研修を実施するなど、教職員を支

援することで、学校でのＩＣＴ活用が進みました。

・子どもたちの情報活用能力を育成するための共通の指針として、ＩＣＴを活用した系統的な学びを推進す

るための教育情報化ガイドラインを策定しました。

・特別支援教育支援員の配置や施設整備により、障がいのある児童生徒一人ひとりに対して、きめ細やかな

対応ができるようになりました。

○健康教育の充実

・大学との連携による出前授業や走り方教室の実施など、学校における体力向上の取組を支援し、心身とも

に健康な子どもたちの育成を図りました。

○開かれた学校づくり

・市内全公立小・中学校にコミュニティ・スクールを導入したことにより、子どもの教育や学校運営に関し

て話し合うなど、学校、保護者、地域の方々が一体となって子どもを育てていく学校づくりのための仕組

みができました。

・年２回の学校一斉公開を市内小・中学校と連携しながら継続して実施（令和２・３年度は新型コロナウイ

ルス感染症の影響により中止）したことにより、普段は学校を訪れることの少ない方々への開かれた学校

づくりを促進しました。

○教育環境の充実

・江別太小学校、江別第一小学校、江別第二小学校、江別第一中学校の校舎等改築のほか、国の交付金を活

用しながら計画的に各校の外壁、暖房、トイレ洋式化、屋体照明ＬＥＤ化などの施設・設備の改修・更新

を行い、子どもたちにとって安全で快適な学習・生活環境の整備充実を図りました。

○心のケアの充実

・適応指導教室「すぽっとケア」の拡充により、不登校児童生徒の社会的自立に向けた支援を充実させるこ

とができました。

・スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー等による相談業務の実施により、様々な悩みを抱え

る児童生徒の課題解決に向けた支援を充実させることができました。

・小中学校では、「江別市いじめ防止基本方針」に基づき、学校いじめ防止基本方針を策定し、いじめを初期

の段階から積極的に認知したうえで、解消に向けた取組を進めるという考え方が浸透しました。

○青少年健全育成活動の充実

・子どもたちの興味関心が多様化する中、また、令和２年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、様々な活動が制限される中、学校や家庭、地域の青少年健全育成団体等と連携・協力しながら、子ど

もたちのニーズを捉えた体験活動等を着実に展開した結果、子ども、保護者両者から高い評価を得るな

ど、青少年健全育成活動の充実を図ることができました。

計画期間内の主な取組

・平成２６年 ３月：「江別市学校教育基本計画」策定

・平成２６年 ３月：「江別市青少年健全育成協議会条例」制定

・平成２６年 ７月：江別第二小学校新校舎完成

・平成２６年１０月：「江別市いじめ防止基本方針」策定

・平成２７年 ７月：江別太小学校新校舎・屋内体育館完成

・平成２７年 ８月：江別第一中学校新校舎完成

・平成２８年 ４月：江別小学校と江別第三小学校の統合により江別第一小学校開校

・平成２８年１０月：江別第一小学校新校舎完成

・平成２９年 ４月：市内全公立小・中学校にコミュニティ・スクールを導入

・平成３０年 ３月：「江別市学校における働き方改革推進計画」策定

・平成３０年 ９月：「江別市いじめ防止対策審議会条例」制定

・平成３０年１０月：学校に医療的ケアを行う看護師を配置

・平成３０年１２月：「江別市立小学校及び中学校 医療的ケア実施に関するガイドライン」

策定

・平成３１年 ３月：「第２期江別市学校教育基本計画」策定

・令和 ２年 １月：「江別市学校施設長寿命化計画」策定

・令和 ３年 １月：「江別市小中一貫教育基本方針」策定

・令和 ３年 ６月：「ＧＩＧＡスクール構想」本格運用開始

・令和 ４年 ２月：「江別市学校における働き方改革推進計画（第２期）」策定

・令和 ４年 ３月：「江別市教育情報化ガイドライン」策定

・令和 ５年 ４月：市内全公立小・中学校に小中一貫教育を導入

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

授業で、課題の解決に向けて、

自分で考え、自分で取り組んでいた

児童生徒の割合（％）

 76.2 82.2  有

76.2 76.6 75.3 77.0 
80.1 78.6 

82.2 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

初期値 H30 R元 R2 R3 R4 R5
（年度）

授業で、課題の解決に向けて、自分で考え、自分で

取り組んでいた児童生徒の割合（％）
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○第３期江別市学校教育基本計画の策定

・第２期学校教育基本計画が令和５年度をもって終了することから、教育を取り巻く社会情勢を的確に見極め、今後

の１０年間を見据えた第３期学校教育基本計画を策定する必要があります。

○効果的なＩＣＴ活用の推進

・児童生徒の学力や情報活用能力のさらなる向上と教員の負担軽減を両立させるため、引き続き、ＩＣＴの効果的な

活用を進める必要があります。

○特別支援教育の推進

・障がいのある児童生徒への支援をさらに充実させるため、引き続き、特別支援教育支援員の適切な配置や、教員に

対する特別支援教育の研修機会の確保が必要です。

○医療的ケア児支援の充実

・医療的ケア児の安全な学校生活を支援するため、成長状況に応じた環境整備や教員向け研修の実施などを継続して

行う必要があります。

○いじめ対策・不登校支援の充実

・いじめの未然防止・早期発見・早期対応のため、引き続き、いじめを許さない意識の醸成やいじめを認知する機会

の充実を図る必要があります。

・スマートフォンやＳＮＳが児童生徒の間で急速に普及する中、インターネット上のいじめや犯罪被害を含む危険を

回避し、情報を正しく安全に利用することができるようにするため、引き続き、小学校の段階から情報モラル教育

を強化する必要があります。

・不登校児童生徒に対する支援をさらに充実させるため、適応指導教室「すぽっとケア」を週５日に拡充するための

環境整備が必要です。

次期総合計画に向けた主な課題
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第６次総合計画の達成状況政策０７ 生涯学習・文化

取組の基本方針０７‐０１ 生涯学習の充実

○第１０期江別市社会教育総合計画の策定

第９期江別市社会教育総合計画が令和５年度をもって終了することから、今後の５年間を見据えた次期の第

１０期江別市社会教育総合計画を策定する必要があります。

○社会教育施設の計画的な改修整備

施設の老朽化に対応するため、江別市公民館等長寿命化計画に基づき、計画的に施設の改修・改築を行う必

要があります。

○コロナ禍における生涯学習

学びを止めない工夫としてオンラインの導入・活用に積極的に取り組む必要がある一方、その実施にあたっ

ては、子どもから高齢者まで誰もがそれを利用できるような環境整備や支援を行う必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題

計画期間内の主な成果

○社会教育施設の充実

・社会教育施設の設備改修や維持修繕に努めることで、安全で快適に利用できる生涯学習環境の充実に寄与し

ました。

○生涯学習支援体制の推進

・青少年の健全育成を推進するため、育成団体等に補助金を交付し、財政的支援を行っており、平成２７年度

及び平成２９年度の補助事業統合により受入れ間口がひろがり、多種多様な団体への支援に繋がりました。

・社会教育関係団体に対し公民館等使用料等の減免などの支援を行うことにより、多くの団体が公民館活動を

支えるとともに、各団体の育成に貢献しており、社会教育活動の促進に一定の役割を果たしました。

○生涯学習機会の充実

・従来の「ふるさと江別塾」と、各大学で開催している市民公開講座等を「えべつ市民カレッジ」と位置付け

て、総合的に市民へ提供するとともに、受講した講座の記録が残せる手帳の交付、取得単位に応じた認定制

度を導入することで市民の参加意欲、学習意欲が向上しました。

政策の成果指標 目標 初期値
実績値

(令和５年度)
傾向

コロナの
影響

生涯学習を通じて心の豊かさ

を実感している市民割合

（％）

 33.2 26.1  有

文化・芸術活動に参加してい

る市民割合（％）
 18.3 14.9  有

週１回以上スポーツ活動に親

しむ市民割合（％）
 40.2 42.7  有

政策の成果指標の推移

33.2 
28.6 28.5 

24.4 
28.1 29.4 29.5 

24.9 26.0 26.7 26.1 

18.3 
16.5 17.3 

11.8 

23.5 23.2 
26.7 

22.8 
20.9 

26.6 

14.9 

40.2 
37.3 37.8 

40.0 39.8 40.6 

49.2 

42.6 43.0 44.2 42.7 

0%

20%

40%

初期値 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

（年度）

生涯学習を通じて心の豊かさを実感している市民割合（％）

文化・芸術活動に参加している市民割合（％）

週１回以上スポーツ活動に親しむ市民割合（％）

計画期間内の主な取組

・平成２６年：「第８期江別市社会教育総合計画」開始、「えべつ市民カレッジ」開始

・平成２７年：「青少年ふれあい交流促進事業」と「子どもを見守る地域ふれあい事業」を統合

・平成２９年～：市ＰＴＡ連合会との共催による、子育て中の保護者を対象とした情報モラル講

演会を実施

・平成２９年：「青少年ふれあい交流促進事業」と「発表の場拡大事業」を統合

・平成３１年：「第９期江別市社会教育総合計画」策定

・令和 ３年：「江別市公民館等長寿命化計画」策定

・令和 ３年：「江別市情報図書館長寿命化計画」策定

基本目標
心の豊かさを実感できる成熟した生涯学習
のまち・えべつの実現をめざします

政策展開

の方向性

市民が生涯にわたって、学習・文化活動・ス

ポーツを気軽に行える場を提供し、市民が心

身ともに健やかで充実した生活を営めるよう

にします。また、長い歴史を持つれんが産業

や文化・歴史遺産を通じて、市民のふるさと

意識の醸成を図ります。

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

生涯学習の機会が充実していると

思う市民割合（％）
 72.0 68.3  有

72.0 

59.2 58.1 60.2 63.1 60.4

69.9
64.3 67.1 

62.2
68.3 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

初期値 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

（年度）

生涯学習の機会が充実していると思う市民割合（％）
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取組の基本方針０７‐０２ ふるさと意識の醸成と地域文化の創造

計画期間内の主な取組

・平成２６年度～令和３年度：セラミックアートセンターの施設環境を活かし、館内外で企画

展、イベント、専門分野の研究学会等を開催

・平成２９年度～令和３年度：高砂遺跡等において埋蔵文化財発掘調査を実施

・令和 ３年度：大麻北町から角山（旧角山小学校）へ文化財整理室を移転、北海道林木育種場

旧庁舎改修工事を行い、民間事業者による使用開始（令和２年度に従来の募集要項を見直し、

改めて募集。選定委員会を経て優先契約交渉事業者と長期貸付を契約。）

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

文化財や歴史遺産の活用により、

個性豊かな文化が育っていると

思う市民割合（％）

 45.1 34.0  無

45.1

30.1 

38.3 35.5 36.3 34.9
38.9 42.1 40.6 

35.3 34.0 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

初期値 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

（年度）

文化財や歴史遺産の活用により、個性豊かな文化が育ってい

ると思う市民割合（％）

計画期間内の主な成果

○文化・芸術活動の育成・支援

・展示会開催のためセラミックアートセンターのギャラリーを利用する関係者・団体に対し、学芸員から専門

的な展示手法の助言を行うなど、質の高い展示鑑賞空間の実現を支援しました。

・陶芸教室、講座の受講者や工房利用者に対して、習熟度に合わせたプログラムの提供や助言を行い、市民の

作陶活動を支援したことにより、今期には利用者が公募展へ出展し始めるなど、創作発表意欲の向上へ一定

の効果があったと考えています。

○文化・歴史遺産の保存と次世代への継承

・文化財整理室の移転により、郷土の貴重な文化財や歴史的資料の良好な保存環境が確保されました。

・セラミックアートセンターのエントランスホールや屋外等を活用したイベントを広範囲に開催したことと、

企画展示においては、江別市にゆかりのある事業を優先的に企画開催したことで、年間利用者数は前計画中

の１０年間と比較して１万人増の２万５千人程まで復調しました。

・北海道林木育種場旧庁舎の改修工事の実施と民間事業者との長期貸付の契約により、歴史的建造物の有効な

利活用が進みました。

○れんがの保存と活用

・北海道遺産「江別のれんが」を地域の歴史文化資源として、これまで以上に周知活用していくため北海道遺

産協議会へ入会したほか、北海道遺産を紹介するテレビ番組等の取材を通し「江別のれんが」のＰＲに努め

ました。

・江別地区のれんが倉庫の解体に伴い、使用されていた「れんが」を収集展示し、その歴史的価値を含め保存

活用を図りました。

・「江別のれんが」創始１３０年を記念した市広報の特集記事掲載へ協力し、市民に対し、れんが産業史への

理解を深めてもらうよう努めました。

○収蔵資料の活用

・文化財や歴史遺産を後の世代に継続していくため、郷土資料館の展示機能の充実につなげるなど、収蔵資料

の一層の活用を進めていく必要があります。

○さらなる利活用促進

・社会教育的施設としての役割を果たすため、市民の芸術創作活動等の生涯学習活動を支援するとともに、集

客施設としての利活用を促進するため、周辺企業や市民団体との連携による各種催事を実施していく必要が

あります。

○安心安全な施設環境の維持

・セラミックアートセンターは開館３０周年を間近に控え、施設設備の経年劣化が顕在化してきており、年次

計画的に設備の改修更新を実施し、良好な施設環境を維持する必要があります。

・北海道林木育種場旧庁舎は築９０年を超え、大規模な改修工事を行ったものの経年劣化が見られており、入

居事業者の協力を得て、良好な施設環境の維持に努める必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題
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取組の基本方針０７‐０３ 市民スポーツ活動の充実

計画期間内の主な取組

・平成２６年：「第５期江別市スポーツ推進計画」開始

・平成２８年：「江別市スポーツ合宿誘致推進事業実施要綱」策定

・平成３１年：「第６期江別市スポーツ推進計画」策定

・令和 元年：ラグビーワールドカップ２０１９合宿受入

・令和 ３年：「江別市スポーツ施設長寿命化計画」策定、東京２０２０オリンピック合宿受

入、東京２０２０パラリンピック聖火に係る採火式実施

・令和 ４年：はやぶさ運動広場から都市と農村の交流施設「えみくる」へ少年野球場が移転

オープン

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

スポーツ機会が充足していると思う

市民割合（％）
 76.5 70.7  有

76.5

61.3 
57.6 

61.6 
66.3 

62.6

70.4
65.9

69.9 
63.8

70.7 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

初期値 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5

（年度）

スポーツ機会が充足していると思う市民割合（％）

計画期間内の主な成果

○スポーツ・レクリエーション機会の充実

ラグビーワールドカップ２０１９日本大会や東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会を契機に、スポ

ーツ合宿誘致や障がい者スポーツ体験イベント等の開催支援を行っており、アスリートとの交流や実技体験など

を通して、市民がスポーツに接する機会の充実に貢献しました。

○スポーツ・レクリエーション活動の育成・支援

スポーツ関連団体へ活動支援を行うことにより、少子高齢化の影響がある中、スポーツ協会やスポーツ少年団

の会員数の確保に、一定の効果があったものと考えています。

○スポーツ・レクリエーション施設の充実

スポーツ施設の設備改修や維持修繕に努めるとともに、少年野球場の移転やあけぼのパークゴルフ場を拡張す

ることで、安全で快適に利用できるスポーツ環境の充実に寄与しています。

○第７期江別市スポーツ推進計画の策定

第６期江別市スポーツ推進計画が、令和５年度をもって終了することから、今後の５年間を見据えた次期の第

７期江別市スポーツ推進計画を策定する必要があります。

○体育施設の計画的な改修整備

施設の老朽化に対応するため、江別市スポーツ施設長寿命化計画に基づき、計画的に施設の改修・改築を行う

必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題
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第６次総合計画の達成状況政策０８ 協働

取組の基本方針０８‐０１ 協働のまちづくりの推進

基本目標
市民や各種団体など多様な主体が、協働でまち
づくりに取り組むえべつをめざします

政策展開

の方向性

江別市自治基本条例の理念に基づき、市政への市

民参加を進めるとともに、市民、自治会、市民活動

団体、企業、大学などの各種団体と連携して魅力あ

る協働のまちづくりを推進します。また、グローバ

ルな視点に立ち、人材・団体の育成を進め、在住外

国人とも協力し合うなど、国際交流を推進します。

政策の成果指標 目標 初期値
実績値

(令和５年度)
傾向

コロナの
影響

協働によるまちづくりが進ん

でいると思う市民割合（％）
 23.1 30.1  有

お互いの文化や価値観を理解

し、外国人と交流できる市民

割合（％）

 42.7 55.6  無

政策の成果指標の推移

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

自治基本条例の認知度（％）  38.7 37.7  無

市民協働推進事業で実施した

協働事業数（件）
 10 10 → 無

自治会活動等支援事業のセミナー

参加者数（人）
 30 26  有

大学連携に関する事業での補助

事業本数（件）
 6 13  有

計画期間内の主な取組

○自治基本条例、市民参加、市民活動

・平成２７年：江別市市民参加条例を施行

・平成２８年度と令和２年度に自治基本条例検討委員会を設置し、江別市自治基本条例が所期の

目的を達成しているか等について検討

・自治基本条例の理念や内容の認知度を高めるため、大学生との協働により条例のポイントを分

かりやすく解説したリーフレットを作成し、イベントや市内公共施設等で配布。

・将来のまちづくりを担う世代に「協働」の意識啓発を図るため、小学生及び中学生を対象とし

た出前講座を実施。

・市民活動の活性化を図るため、セミナーやワークショップを開催するほか、市民活動団体版出

前講座事業を実施。

・市民活動を紹介する広報紙｢コラボニュース｣の発行、市民活動団体からの情報発信サポート。

・市民活動団体をサポートする中間支援団体の事業及び市⺠活動団体や活動グループが実施する

公益的な事業に対して補助金を交付。

○コミュニティ

・平成２６年度～：えべつ地域活動運営セミナー

・平成２７年度～：女性意見交換会を継続的に実施（令和２・３年度はコロナ禍のため中止）

・平成３０年度：不動産業協会、自治会連絡協議会及び市で３者協定を締結し、賃貸アパート入

居者等に自治会加入を促進

・令和 ３年度：自治会アンケート調査を実施し、自治会連絡協議会との協働により「自治会活

動・運営お役立ちマニュアル」を作成

○大学との連携

・平成２６年度：大学版出前講座開始、えべつ未来づくり学生コンペティション開催（以降、隔

年開催。Ｒ２年度は順延しＲ３年度に開催）

・平成２７年度：学生地域定着推進広域連携事業試行

・平成２８年度：学生地域活動推進広域連携事業開始

・令和 元年度：えべつ未来づくりプラットフォームに関する協定締結

・令和 ２年度：江別市学生臨時特別給付金の給付（新型コロナウイルス対応）

○友好都市との交流

・平成２６年度～令和５年度：友好都市土佐市との小中学生相互交流事業（令和２年度～４年度

は新型コロナウイルス感染症の影響により中止）

・平成３０年度～令和元年度：土佐市との友好都市提携４０周年記念事業
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計画期間内の主な成果

〇協働のまちづくりの推進

重点事業の進捗状況を示す「自治基本条例の認知度」は、初期値からほぼ横ばいとなっていますが、成果指標の

「協働によるまちづくりが進んでいると思う市民割合」は、初期値に対して緩やかな上昇傾向にあり、協働のまち

づくりに対する意識向上が図られました。

〇コミュニティ活動の推進と相互連携

・えべつ地域活動運営セミナー参加者へのアンケート調査結果から、他自治会の意見が聞けたなど、セミナーに対

する満足度が高い結果であることから、一定の効果がありました。

・不動産業界との協定締結により開始した自治会加入促進パンフレットの配布により、自治会加入申し込みがある

ことから、一定の効果がありました。

・令和３年度に作成した自治会活動・運営お役立ちマニュアルにより、多くの自治会において幅広く活用されるな

ど、自治会活動に貢献しました。

〇学生を対象とした事業開始による連携の活性化

地域への定住定着の推進を目的として、平成２７年度から学生地域定着推進広域連携事業、通称ジモガクを事業

開始し、市内４大学の学生を対象に地域イベント運営、インターンシップなど学外での活動の場を提供したほか、

えべつ未来づくり学生コンペティションでは、学生が地域課題を研究し、その解決策として事業案をプレゼンする

機会を提供しました。これらの事業開始により、学生が行政、地域、企業と協働する地域活動の機会が増加し、大

学連携が活性化されました。

○友好都市等との交流の推進

相互訪問による交流事業や周年事業を実施することで親交が深まり、さらには、互いのまちの魅力や特徴を知る

ことにつながったことから、友好親善がより一層図られたほか、今後に向けて、遠く離れたまちだからこその連携

強化について確認しました。

○自治基本条例、市民参加、市民活動

・条例の認知度や市民協働の意識はすぐに上がるものではなく、期待する効果の発現までには一定の時間を要する

ものと考えられることから、今後も継続的な意識啓発の取組や市民活動支援の取組が必要です。

・市民活動団体の高齢化、若手や現役世代の担い手不足が常態化しており、活動の停滞や情報発信力不足につなが

っていることから、中間支援団体と連携して、まちづくりへの市民意識の向上を目指す取組が必要です。

・自治会役員の高齢化や担い手不足に対する効果的な支援が必要となります。

・自治会未加入者に対する自治会への加入促進支援が必要となります。

・自治会アンケート調査結果に基づく、課題等への対応が必要です。

〇地域定着の推進

学生の地域定着に向けて効率的、実効的にアプローチするため、大学と地域、企業との連携のあり方についても

再検討する必要があります。

○新たな交流手法の検討

友好都市との交流では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、相互訪問による事業が中止となるなど、

直接交流する機会に空白期間が生じたことから、オンラインを活用した手法など、新たな取組を検討する必要があ

ります。

次期総合計画に向けた主な課題
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取組の基本方針０８‐０２ 国際交流の推進

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

国際交流員が携わった地域国際化

のための講座・イベント等の

参加者数（人）

 895 1,225  有
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初期値 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4 R5
（年度）

国際交流員が携わった地域国際化のための講座・イベント等の参加者数（人）

計画期間内の主な取組

・平成２６年度～令和５年度：姉妹都市グレシャム市との中高生相互交流事業（令和２年度

～４年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止）

・平成２６年度～令和５年度：国際センター主催による国際交流イベントへの協力

・平成２９年度：グレシャム市との姉妹都市提携４０周年記念事業

・平成２９年度～令和５年度：国際交流員による未就学児向け英語教室「英語であそぼう」

の開講

・令和 ３年１月：国際交流員による出張相談窓口の開設

計画期間内の主な成果

○人材・団体の育成

将来的な国際交流を担う人材の育成等を目的とした、姉妹都市グレシャム市との中高生相互交流事業を毎年度

実施することで、学生のコミュニケーションスキル向上のほか、国際感覚や国際意識、異文化理解の醸成を図り

ました。

○国際理解の推進

国際交流員による市民向け英語教室や出前講座の開講のほか、国際センター主催による国際交流イベントの開

催を通じて、文化や生活の違いに対する理解を深め、地域で外国人を受け入れる意識の醸成を図りました。

○在住外国人への情報提供の充実

３か国語に対応できるホームページを開設したほか、国際交流員によるホームページやＳＮＳを活用した情報

発信、各種リーフレットの翻訳、出張相談窓口の開設とともに、多言語に対応した北海道外国人相談センターの

紹介など、情報提供の充実により、外国人にとって住みやすい環境づくりを推進しました。

○増加する在住外国人への対応

在住外国人の多言語化が進み、今後も増加が想定されることから、国際交流員による支援体制の充実を図ると

ともに、国際センターとの連携をさらに強化することで、利便性を高めていく必要があります。

○新たな交流手法の検討

姉妹都市との交流では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、相互訪問による事業が中止となるな

ど、直接交流する機会に空白期間が生じたことから、オンラインを活用した手法など、新たな取組を検討する必

要があります。

次期総合計画に向けた主な課題
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第６次総合計画の達成状況政策０９ 計画推進

取組の基本方針０９‐０１ 自主・自立の市政運営の推進
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（年度）

証明書のコンビニ交付件数(単年度交付

件数)（件）

基本目標
透明性が高く、効率的で公平な市政運営を行

い、着実に計画を推進します

政策展開

の方向性

効率的な行政サービスの執行と健全な財政の確保

により、市の基礎自治体としての機能を充実させ、

自主・自立の市政運営を推進します。また、市政の

透明性を確保するとともに、市民と市の情報共有を

図るため、広報広聴の充実を図り、情報公開や個人

情報保護制度を適正に運用します。

さらに、男女共同参画による市政運営を推進する

ために、男女平等意識の醸成に努めます。

政策の成果指標 目標 初期値
実績値

(令和５年度)
傾向

コロナの
影響

市政運営に満足している市民

割合（％）
 64.7 72.2  －

行政情報の共有化を感じる市

民割合（％）
 72.7 79.7  無

男女が平等だと思う市民割合

（％）
 48.7 57.4  無

政策の成果指標の推移

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

職員研修への参加者延べ人数（人） → 518 553  有

まちづくり政策にかかる成果指標の

目標達成割合（％）
 47.3 83.9  有

計画的に成果が上がっている事務事

業の割合（％）
 93.0 84.8  有

証明書のコンビニ交付件数（単年度

交付件数）（件）
 1,633 15,139  有

計画期間内の主な取組

○市民サービス

・平成２６年 ４月：住民基本台帳カード（住基カード）の機能を活用し、４事業者（セブ

ン・イレブン、ローソン、サンクス、ファミリーマート）のコンビニエンスストアで住民票

や戸籍証明等を発行する「コンビニ交付」を開始。

・平成２６年 ９月：セイコーマートが利用可能となる。

・平成２８年 １月：マイナンバーカード交付が開始され、２種類のカードで利用が可能とな

る。

（この時点で住基カード制度は廃止となり、最長２０２５年で全てが有効期限切れとなる）

・平成３１年 ３月：イオン北海道が利用可能となる。

・令和 元年 ７月：ラルズ、サッポロドラッグストアーが利用可能となる。

上記の期間中、広報えべつ、市ホームページで適時コンビニ交付利用について周知を行う。

○計画行政

・平成２６年 ４月：「第６次江別市総合計画」開始

・平成２７年１０月：「江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定

・平成３０年 ２月：連携中枢都市圏形成に向けた協議開始

＜平成３０年１１月：札幌市が連携中枢都市宣言＞

・平成３０年 ４月：｢第６次江別市総合計画」の中間見直し

・平成３０年１２月：「さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン」パブリックコメント開始

・平成３１年 ２月：「江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略」改訂

・平成３１年 ３月：札幌市と連携中枢都市圏形成に係る連携協約締結

＜平成３１年 ３月：「さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン」策定＞

・平成３１年 ３月：「第６次江別市総合計画（後期）」の策定

・平成３１年 ４月：「さっぽろ連携中枢都市圏」による広域的な取組の開始

・令和 元年 ７月：「札幌広域圏組合」解散、「さっぽろ圏まちづくりパートナー協定」締結

・令和 ２年 ３月：「第２期江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定

・令和 ３年 ３月：「第２期江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の改訂

・令和 ３年 ４月：「第７次江別市総合計画」の策定作業開始

○組織、職員

・職員研修計画に基づき、政策形成能力、マネジメント能力及び接遇応対力等の能力向上を目

的とした集合研修などを実施。

・各課等の状況や行政課題を把握するため、全課等を対象としたヒアリングを実施。
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計画期間内の主な成果

〇多様な証明交付手段の提供

「コンビニ交付」はコンビニエンスストア等を利用しているため、店舗の営業時間にもよりますが、午前６時半から午後１１

時までの間であれば利用可能であり、仕事や身体的に来庁困難な場合などでも自由度が高く、利用しやすい手段として市民サー

ビスの向上に寄与しています。また、近年の高齢化の進行や新型コロナウイルス感染症などの影響で行動範囲が制限される場合

などにも有効な手段となっています。

○広域連携による圏域の振興及び行政課題解決

平成２６年～平成３０年においては「札幌広域連携組合」による職員の共同研修や他自治体との合同による首都圏からの移住

促進事業などスケールメリットを活かした各種ソフト事業に取り組み、圏域全体の振興、活性化に寄与しました。令和元年以降

は、新たに成立した「さっぽろ連携中枢都市圏」により、札幌広域連携組合が行ってきたソフト事業を引き継いだほか、特定課

題に対するタスクフォースの設置や、事務の共同処理に関する調査・研究を行うなど連携による行政課題解決を図りました。

○第６次総合計画の推進

行政評価システム等により、進ちょく管理に取り組むことで、各施策の目標達成割合は、現状の各施策の推進状況から、おお

むね達成する見込みであり、市政運営に満足している市民割合も高まっており、計画行政の推進に大きく貢献しました。

○地方創生に向けた取組

江別市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、取り組んできた結果、平成２８年以降、転入者が転出者を上回る社会増の

状態が続いており、また、令和元年には、１５年ぶりに人口増加に転じるなど、人口の首都圏一極集中を是正する人口減少対策

に一定の効果があったものと考えています。

○組織、職員

・各研修受講者向けのアンケート結果では、「役に立った」と回答した割合が高く、一定の効果が得られました。

・各年度の行政課題に対応するための効率的な組織体制を構築することができました。

〇「コンビニ交付」の利用促進

・利用方法などを様々なツールを活用して継続周知し、市民の理解度を深める必要があります。

・マイナンバーカードにコンビニ交付の利用設定をすることから、マイナンバーカードの普及促進が必要です。

〇未来を見据えた広域連携の推進

行政コストの削減が求められる中、自治体の垣根を越えた行政サービスの連携など、事務事業の効率化等につながる広域連携

を進める必要があります。また、ポストコロナ時代に適した事業の推進方法等についても検討する必要があります。

○第７次総合計画の策定

第６次総合計画が、令和５年度をもって終了することから、経済・社会情勢を的確に見極め、今後の１０年間を見据えた次期

の第７次総合計画を策定する必要があります。

○計画と地方創生の一体的な推進

現在は、宅地造成等により社会増の状態を維持していますが、今後は、本格的な人口減少社会が到来するため、新たな転入者

の増加策や、子どもを産み育てやすい環境を整えるなど、より効果的な人口減少対策を検討し、実行する必要があります。

○組織、職員

・市職員に求められる能力は年々多様化していることから、今後も、より効果のある研修となるよう、常にカリキュラム等を見

直しながら実施していく必要があります。

・定年の引上げに対応した組織体制の構築について検討していく必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題
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取組の基本方針０９‐０２ 透明性と情報発信力の高い市政の推進
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・平成２６年：江別シティプロモート推進協議会を設置し、官民一体のプロモーション、子育て

世代向けセミナーやまちの情報発信などに取り組んだ。

・平成２８年：地域おこし協力隊を任用し、地域イベントの参加や新たな視点での情報発信に取

り組んだ。

・令和 ４年：江別市で子育てすることのイメージ向上を図るため、インスタグラムフォトキャ

ンペーンを実施。

・広報誌は、伝わりやすさの向上、手に取ってもらえる機会の増大をめざし、誌面レイアウト構

成の工夫、継続的な特集記事の掲載、読みやすいフォントの採用、音声データの掲載開始、先

進デザイン事例の研究、広報誌設置箇所の拡大を行いました。

・ホームページやＳＮＳは、伝える手段の多様化、幅広い年齢層に訴求をめざし、ＣＭＳ更新、

ＳＮＳアカウント取得・開設（Facebook､Twitter､Instagram､YouTube､LINE）を行いました。

・広聴は、市民の声を吸い上げる手段の維持に努めました。

計画期間内の主な取組

○更なる効果的なプロモーション

更にまちの良さを広く知ってもらうため、社会情勢の変化に対応した内容となっているかの確認を行いなが

ら、これまで積み重ねた経験を活かし、実態に合わせた、より効果的なプロモーションを進める必要がありま

す。

○広報誌（今後も継続）

今後も、いきいきとした市民活動が伝わる表紙、タイムリーで関心度の高い特集、読みやすい誌面レイアウト

に努めることが必要です。

○ホームページ・ＳＮＳ（情報を必要とする人に届けるための改善）

ホームページのアクセス数の伸び及びＳＮＳ公式アカウント登録者数の伸びを維持していくことが必要です。

○広聴

市民が日頃感じていることや提案など、市政に関する声を適切に市政に反映するサイクルの構築に向けた、声

の拾い上げと集約手法の研究を進める必要があります。

次期総合計画に向けた主な課題

計画期間内の主な成果

○シティプロモートの推進

平成２６年に江別シティプロモート推進協議会を発足させ、関係団体と官民一体で取り組むスタイルは、まち

の魅力の伝え方として、効果的であったと考えています。また、地域おこし協力隊を活用し、まちのＰＲを行っ

てきました。それらの取組により、まちのイメージ向上や人口の社会増に貢献しました。

○広報誌

広報誌を読んでいる市民の割合の維持や、広報コンクールにおける高評価の獲得のほか、特集に興味を持った

市民からの声を募り、広報誌に反映させました。

○ホームページ・ＳＮＳ

ホームページのアクセス数及びＳＮＳ公式アカウントの登録者数が伸びました。

○広聴

要望、陳情など、幅広く集約した意見等を市政に反映させました。

各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

広報えべつを読んでいる市民の割合

（％）
 84.8 81.1  無
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取組の基本方針０９‐０３ 男女共同参画による市政運営の推進
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各部が所管する個別計画

または重点事業の進捗状況
目標 初期値

実績値
(令和５年度)

傾向
コロナの

影響

男女共同参画の考えが必要だと思う

市民割合（％）
 55.6 80.2  無

計画期間内の主な取組

・子育て等と就労の両立を望む女性に向けた複合的な就職支援イベントを実施しました。

・江別市男女共同参画推進連絡協議会との協働により、啓発のためのリーフレットやポケッ

トティッシュを作成し、配布しました。

・「江別市男女共同参画基本計画」の基本方針及び重点項目に基づいたテーマで講演会を実施

しました。

・性の多様性への理解促進を目的として令和４年３月に「江別市パートナーシップ宣誓制

度」を導入しました。

・男女共同参画に対する市民意識の醸成には時間を要することから、市民の理解促進に向けた地道な取組を継

続的に実施していくことが必要です。

・「江別市パートナーシップ宣誓制度」の認知度の向上及び性の多様性へのさらなる理解促進を図り、ＬＧＢＴ

等性的少数者が感じている生きづらさを解消していくことが必要です。

次期総合計画に向けた主な課題

計画期間内の主な成果

・成果指標の「男女が平等だと思う市民割合」の進捗状況は、初期値からほぼ横ばいとなっていますが、「江別

市男女共同参画基本計画」の進捗状況を示す「男女共同参画の考えが必要だと思う市民割合」は、初期値か

ら大きく増加しており、男女共同参画に対する意識向上が図られました。
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